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２. 審査事務規程の一部改正について
令和 4年 10 月 28 日 

独立行政法人自動車技術総合機構 

 

 

審審査査事事務務規規程程のの一一部部改改正正ににつついいてて（（第第 4466 次次改改正正））  

１１．．改改正正概概要要  

（（１１））自自動動車車のの検検査査等等関関係係  

① 道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保

安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正

に伴う改正 

○ 圧縮天然ガス及び液化天然ガスを燃料とする、乗車定員 10 人以上の乗用自動車

及び車両総重量 3.5t を超える貨物自動車には、協定規則で定めるラベルを車体の

指定された箇所に貼付しなければならないものとして、対象となる自動車及び審

査方法を規定します。［6-25、7-25、8-25］ 

○ 乗車定員 10 人未満の乗用車の前面ガラス等に投影される、運転者の認知を支援

するための視界アシスタント（FVA：Field of Vision Assistant）情報について、

審査方法を規定します。［6-41、7-41、8-41］ 

○ ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する車両総重量 3.5t 以下の自動

車及び軽油を燃料とする車両総重量 3.5t 以下の自動車は、粒子数（PN：Particle 

Number）の規制値に適合する必要があることを規定します。［7-58］ 

○ 乗車定員 10 人未満の乗用車及び車両総重量 3.5 トン以下の貨物自動車に搭載さ

れる事故情報計測・記録装置（EDR：Event Data Recorder）について、作動状態を

記録する装置の審査方法を規定します。［6-110 の 2］ 

② 貨物自動車の用途の判定について、「自動車の用途等の区分について（昭和 35 年 9

月 6 日付け自車第 452 号）」に係る審査方法を明確化します。[4-17] 

③ その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

（（２２））自自動動車車のの型型式式のの指指定定等等関関係係  

今回は該当なし 

 

２２．．関関係係すするる省省令令等等  

・道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令（令和 4 年 6 月 22 日国土交通

省令第 52号） 

・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和 4年

6 月 22 日国土交通省告示第 713 号、令和 4 年 10 月 7 日国土交通省告示第 1040

号） 

・道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要

な事項を定める告示の一部を改正する告示（令和 4 年 8 月 31 日国土交通省告示

第 938 号） 

３３．．施施行行日日  

令和 4年 10 月 28 日 

 

− 3−



令和 4年 10 月 28 日 

独立行政法人自動車技術総合機構 

 

 

審審査査事事務務規規程程のの一一部部改改正正ににつついいてて（（第第 4466 次次改改正正））  

１１．．改改正正概概要要  

（（１１））自自動動車車のの検検査査等等関関係係  

① 道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保

安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正

に伴う改正 

○ 圧縮天然ガス及び液化天然ガスを燃料とする、乗車定員 10 人以上の乗用自動車

及び車両総重量 3.5t を超える貨物自動車には、協定規則で定めるラベルを車体の

指定された箇所に貼付しなければならないものとして、対象となる自動車及び審

査方法を規定します。［6-25、7-25、8-25］ 

○ 乗車定員 10 人未満の乗用車の前面ガラス等に投影される、運転者の認知を支援

するための視界アシスタント（FVA：Field of Vision Assistant）情報について、

審査方法を規定します。［6-41、7-41、8-41］ 

○ ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する車両総重量 3.5t 以下の自動

車及び軽油を燃料とする車両総重量 3.5t 以下の自動車は、粒子数（PN：Particle 

Number）の規制値に適合する必要があることを規定します。［7-58］ 

○ 乗車定員 10 人未満の乗用車及び車両総重量 3.5 トン以下の貨物自動車に搭載さ

れる事故情報計測・記録装置（EDR：Event Data Recorder）について、作動状態を

記録する装置の審査方法を規定します。［6-110 の 2］ 

② 貨物自動車の用途の判定について、「自動車の用途等の区分について（昭和 35 年 9

月 6 日付け自車第 452 号）」に係る審査方法を明確化します。[4-17] 

③ その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

（（２２））自自動動車車のの型型式式のの指指定定等等関関係係  

今回は該当なし 

 

２２．．関関係係すするる省省令令等等  

・道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令（令和 4 年 6 月 22 日国土交通

省令第 52号） 

・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和 4年

6 月 22 日国土交通省告示第 713 号、令和 4 年 10 月 7 日国土交通省告示第 1040

号） 

・道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要

な事項を定める告示の一部を改正する告示（令和 4 年 8 月 31 日国土交通省告示

第 938 号） 

３３．．施施行行日日  

令和 4年 10 月 28 日 

 

− 4−



 

令和 4年 12 月 26 日 

独立行政法人自動車技術総合機構 

 

審審査査事事務務規規程程のの一一部部改改正正ににつついいてて（（第第 4477次次改改正正））  

 

 

１１．．改改正正概概要要  

（（１１））自自動動車車のの検検査査等等関関係係  

① 自動車検査証の電子化に伴う取扱いの明確化 

継続検査等で紙の車検証の受取のために必要となっている運輸支局等への来訪を不要

とし、ＯＳＳで申請手続を完結することを可能とするため、自動車検査証が電子化され

ることとなりました。 

令和 5 年 1 月に予定されている自動車検査証電子化の開始に向けて、当機構における

審査時の取扱いを明確化します。 

② 自動車検査手続きのキャッシュレス化に伴う取扱いの明確化 

検査登録手数料及び自動車重量税のクレジットカード決済の実現に伴い、当機構にお

ける審査手数料の取扱いを明確化します。 

③ その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

（（２２））自自動動車車のの型型式式のの指指定定等等関関係係  

今回は該当なし 

 

２２．．関関係係すするる省省令令等等  

自動車検査業務等実施要領について（依命通達）（昭和 36 年 11 月 25 日付け自車第 880 号） 

 

３３．．施施行行日日  

令和 5年 1月 4日 

 

 

令和 5年 3月 30 日 

独立行政法人自動車技術総合機構 

 

審審査査事事務務規規程程のの一一部部改改正正ににつついいてて（（第第 4499 次次改改正正））  

１１．．改改正正概概要要  

（（１１））自自動動車車のの検検査査等等関関係係  

① 道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保安基

準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正に伴う改正 

○ 乗車定員 10 人以上の乗用自動車及び貨物自動車に備えられた電動駐車制動装置に自

動作動要件を追加します。［7-15、8-15］ 

○ 乗車定員 10 人以上の乗用自動車及び車両総重量 3.5t を超える貨物自動車に備える衝

突被害軽減制動制御装置について、強化された対車両の制動要件に加え新たに対歩行者

の制動要件等を規定します。［7-20、8-20］ 

【適用時期】 新型車：令和 7年 9 月 1日 継続生産車：令和 10 年 9月 1日 

○ 乗車定員 10 人未満の乗用自動車及び車両総重量 3.5t 以下の貨物自動車の歩行者の頭

部保護性能に関する試験エリアに前面ガラスも含むことを規定します。［7-33］ 

【適用時期】 新型車：令和 6年 7 月 7日 継続生産車：令和 8年 7 月 7日 

○ ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する普通自動車及び小型自動車又は軽

油を燃料とする車両総重量 3.5t 超の自動車は、粒子数の規制値に適合する必要があるこ

とを規定します。［7-58］ 

【適用時期】 

（ガソリン）新型車：令和 6 年 10 月 1日 継続生産車：令和 8 年 10 月 1 日 

（軽油）  新型車：令和 5 年 10 月 1日 継続生産車：令和 8 年 10 月 1 日 

○ 二輪自動車への配光可変型前照灯の備付けを可能とします。［6-67、7-67、8-67］ 

○ 自動運行装置の要件について、高速道路等における運行時に車両を車線内に保持する

機能の作動可能な上限速度を引き上げる等とともに、運転者が不在となる場合を想定し

た規定の追加を行います。［7-113］ 

② その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

（（２２））自自動動車車のの型型式式のの指指定定等等関関係係  

今回は該当なし 

 

２２．．関関係係すするる省省令令等等  

・道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令（令和 5 年 1 月 4 日国土交通省令第

1号） 

・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和 3 年 6 月

9日国土交通省告示第 521 号、令和 3年 9月 30 日国土交通省告示第 1294 号、令和 4年
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令和 4年 12 月 26 日 

独立行政法人自動車技術総合機構 

 

審審査査事事務務規規程程のの一一部部改改正正ににつついいてて（（第第 4477次次改改正正））  

 

 

１１．．改改正正概概要要  

（（１１））自自動動車車のの検検査査等等関関係係  

① 自動車検査証の電子化に伴う取扱いの明確化 

継続検査等で紙の車検証の受取のために必要となっている運輸支局等への来訪を不要

とし、ＯＳＳで申請手続を完結することを可能とするため、自動車検査証が電子化され

ることとなりました。 

令和 5 年 1 月に予定されている自動車検査証電子化の開始に向けて、当機構における

審査時の取扱いを明確化します。 

② 自動車検査手続きのキャッシュレス化に伴う取扱いの明確化 

検査登録手数料及び自動車重量税のクレジットカード決済の実現に伴い、当機構にお

ける審査手数料の取扱いを明確化します。 

③ その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

（（２２））自自動動車車のの型型式式のの指指定定等等関関係係  

今回は該当なし 

 

２２．．関関係係すするる省省令令等等  

自動車検査業務等実施要領について（依命通達）（昭和 36 年 11 月 25 日付け自車第 880 号） 

 

３３．．施施行行日日  

令和 5年 1月 4日 

 

 

令和 5年 3月 30 日 

独立行政法人自動車技術総合機構 

 

審審査査事事務務規規程程のの一一部部改改正正ににつついいてて（（第第 4499 次次改改正正））  

１１．．改改正正概概要要  

（（１１））自自動動車車のの検検査査等等関関係係  

① 道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保安基

準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正に伴う改正 

○ 乗車定員 10 人以上の乗用自動車及び貨物自動車に備えられた電動駐車制動装置に自

動作動要件を追加します。［7-15、8-15］ 

○ 乗車定員 10 人以上の乗用自動車及び車両総重量 3.5t を超える貨物自動車に備える衝

突被害軽減制動制御装置について、強化された対車両の制動要件に加え新たに対歩行者

の制動要件等を規定します。［7-20、8-20］ 

【適用時期】 新型車：令和 7年 9 月 1日 継続生産車：令和 10 年 9月 1日 

○ 乗車定員 10 人未満の乗用自動車及び車両総重量 3.5t 以下の貨物自動車の歩行者の頭

部保護性能に関する試験エリアに前面ガラスも含むことを規定します。［7-33］ 

【適用時期】 新型車：令和 6年 7 月 7日 継続生産車：令和 8年 7 月 7日 

○ ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する普通自動車及び小型自動車又は軽

油を燃料とする車両総重量 3.5t 超の自動車は、粒子数の規制値に適合する必要があるこ

とを規定します。［7-58］ 

【適用時期】 

（ガソリン）新型車：令和 6 年 10 月 1日 継続生産車：令和 8 年 10 月 1 日 

（軽油）  新型車：令和 5 年 10 月 1日 継続生産車：令和 8 年 10 月 1 日 

○ 二輪自動車への配光可変型前照灯の備付けを可能とします。［6-67、7-67、8-67］ 

○ 自動運行装置の要件について、高速道路等における運行時に車両を車線内に保持する

機能の作動可能な上限速度を引き上げる等とともに、運転者が不在となる場合を想定し

た規定の追加を行います。［7-113］ 

② その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

（（２２））自自動動車車のの型型式式のの指指定定等等関関係係  

今回は該当なし 

 

２２．．関関係係すするる省省令令等等  

・道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令（令和 5 年 1 月 4 日国土交通省令第

1号） 

・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和 3 年 6 月

9日国土交通省告示第 521 号、令和 3年 9月 30 日国土交通省告示第 1294 号、令和 4年
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令和５年６月５日 

交通安全環境研究所 

自動車認証審査部 

審審査査事事務務規規程程（（交交通通研研部部分分））等等のの一一部部改改正正ににつついいてて  

１１．．改改正正概概要要  
◆ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の

一部改正に伴い、「審査事務規程」（平成 28 年 4 月 1 日 規程第 2 号）等について一部改正

を行う。 

1.「審査事務規程」（平成 28 年 4 月 1 日 規程第 2号） 別添 1（試験規程（TRIAS））の新

規追加及び一部改正を行う。 

(1)細目告示に新たに採択された協定規則等に対応した TRIAS の新規追加（3 項目） 

①TRIAS 44-R166-01 

 

直前直左右確認装置又は直前直左右確認装置の取付

試験（協定規則第 166 号) 

②TRIAS 21-R167-01 直接視界に係る自動車の試験（協定規則第 167 号) 

③TRIAS 99-020(2)-01 天然ガス重量車燃料消費率試験（JH25 モード） 

(2)細目告示に既に採用されている協定規則の改訂に伴う一部改正（12 項目） 

①TRIAS 09-R117-02 
タイヤの車外騒音・ウェット路面上での摩擦力・転が

り抵抗に係る試験（協定規則第 117 号） 

②TRIAS 11(2)-R161-01 施錠装置試験（協定規則第 161 号） 

③TRIAS 11(2)—R162—01  イモビライザ試験（協定規則第 162 号） 

④TRIAS 12-R013-02 
トラック、バス及びトレーラの制動装置試験（協定規

則第 13 号） 

⑤TRIAS 15-R034(2)-02 自動車用燃料タンク試験（協定規則第 34 号（車両）） 

⑥TRIAS 17(2)-R012-03 
前面衝突後の高電圧からの乗員保護試験（協定規則第

12 号） 

⑦TRIAS 18-R127-02 歩行者頭部及び脚部保護試験（協定規則第 127 号） 

⑧TRIAS 32-J052R048-05 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置試験 

⑨TRIAS 43(5)-R163-01 盗難発生警報装置試験（協定規則第 163 号） 

⑩TRIAS 43(9)-R151-01 側方衝突警報装置試験（協定規則第 151 号） 

⑪TRIAS 44(2)-R158-01 後退時車両直後確認装置試験（協定規則第 158 号） 

⑫TRIAS 48-R157-02 自動車線維持システム試験（協定規則第 157 号） 

(3)付表等について修正および項目の追加（36 項目） 

①TRIAS 02-001-01 諸元測定試験 

②TRIAS 05-001-03 最大安定傾斜角度試験 

③TRIAS 08-J001-02 大型貨物自動車の速度抑制装置試験 

④TRIAS 08-002-04 燃料消費率試験（WLTC モード） 

⑤TRIAS 08-J042GTR015-02 燃料消費率試験（WLTC モード） 

⑥TRIAS 08-J042R154-01 燃料消費率試験（協定規則第 154 号） 

⑦TRIAS 12-J014-02 制動液漏れ警報装置試験 

⑧TRIAS 12-001-02 急制動試験 

⑨TRIAS 12-002-02 制動能力試験 

⑩TRIAS 12-003-02 駐車制動装置能力試験 
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⑪TRIAS 12-004-02 制動用空気容量試験 

⑫TRIAS 12-005-02 非常制動装置試験 

⑬TRIAS 12-006-02 ブレーキ警報時制動能力試験 

⑭TRIAS 17(2)-R155-01 
サイバーセキュリティシステム試験（協定規則第 155

号（同規則の規則 7.3.（7.3.1.を除く。）に限る。）） 

⑮TRIAS 17(2)-R156-01 
プログラム等改変システム試験（協定規則第156号（同

規則の規則 7.2.に限る。）） 

⑯TRIAS 30-J038-02 近接排気騒音試験 

⑰TRIAS 30-J039-02 定常走行騒音試験 

⑱TRIAS 30-J040-02 加速走行騒音試験 

⑲TRIAS 31-J041(1)-02 重量車排出ガス試験（JE05 モード） 

⑳TRIAS 31-J042(4)-03 軽・中量車排出ガス試験（WLTC モード） 

㉑TRIAS 31-J042GTR015-02 軽・中量車排出ガス試験（WLTC モード） 

㉒TRIAS 31-J042R154-02 軽・中量車排出ガス試験（協定規則第 154 号） 

㉓TRIAS 31-J048R154-01 車載式故障診断装置試験（協定規則第 154 号） 

㉔TRIAS 31-J049R154-01 燃料蒸発ガス試験（協定規則第 154 号） 

㉕TRIAS 31-J119-02 路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガス試験 

㉖TRIAS 39-001-01 
制動灯及び補助制動灯の点灯要件にかかる補助制動

装置減速能力試験 

㉗TRIAS 41-R148-02 信号灯火試験（協定規則第 148 号（方向指示器）） 

㉘TRIAS 43-J074R028-02 警音器の警報音発生装置試験 

㉙TRIAS 43-J075R028-02 警音器の音圧試験 

㉚TRIAS 43(8)-R144-01 事故自動緊急通報装置試験（協定規則第 144 号） 

㉛TRIAS 43(10)-R165(2)-01 車両後退通報装置試験（協定規則第 165 号） 

㉜TRIAS 44-J081-03 直前直左確認鏡試験 

㉝TRIAS 46(2)-R160-02 事故情報計測・記録装置試験（協定規則第 160 号） 

㉞TRIAS 99-002-02 最高速度試験 

㉟TRIAS 99-020(2)-01 燃料消費率試験（天然ガス重量車） 

  2.その他、項ずれによる修正等所要の改正を行う。 

２２．．関関連連すするる法法令令等等  
・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和 5年 6月     

 5 日国土交通省告示第 572 号） 

・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和 5年 1月  

 4 日国土交通省告示第 1号） 

３３．．施施行行日日  
  施行日 令和５年６月５日 
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《《発発表表記記者者会会：：青青森森県県政政記記者者会会、、岩岩手手県県政政記記者者ククララブブ、、東東北北電電力力記記者者会会、、宮宮城城県県政政記記者者会会、、

秋秋田田県県政政記記者者会会、、山山形形県県政政記記者者会会、、福福島島県県政政記記者者ククララブブ》》

「「不不正正改改造造車車をを排排除除すするる運運動動」」のの強強化化月月間間（（66月月））がが始始ままりりまますす

～～車車のの不不正正改改造造はは事事故故やや環環境境悪悪化化をを引引きき起起ここすす犯犯罪罪でですす～～

東北運輸局では、６６月月をを「「不不正正改改造造車車をを排排除除すするる運運動動」」のの強強化化月月間間として、警察機
関、独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会、その他自動車関係団体と
連携し、不正改造車の排除に向けた取り組みを強化します。

騒音等の環境悪化・道路交通の秩序を乱す要因となる違法マフラーの使用
や、保安基準に不適合となる部品の取付けや取外し等の不正改造を行う自動車
ユーザー・事業者が見受けられます。このような不正改造の排除に向け、強化
月間中に次の取り組みを強化します。

１１．．自自動動車車ユユーーザザーー等等へへのの啓啓発発活活動動
・マスメディア、ポスター及びチラシ（別紙）等により広報を実施。

[不改運動ポスター]

３３．．違違法法ママフフララーー等等不不正正改改造造車車排排除除ののたためめのの情情報報収収集集
・管内の各運輸支局の「不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口」

において情報収集を実施。
・寄せられた情報をもとに、不正改造車ユーザーに対して、

警告ハガキを送付し、不正改造の改修及びその結果の
報告を求めます。

[違法マフラーの例]

各各運運輸輸支支局局のの「「不不正正改改造造車車・・迷迷惑惑黒黒煙煙車車情情報報提提供供窓窓口口」」

青青森森運運輸輸支支局局 017-739-1501 岩岩手手運運輸輸支支局局 019-638-2154
（（ダダイイヤヤルルイインン｢｢2｣｣）） （（ダダイイヤヤルルイインン｢｢2｣｣））

宮宮城城運運輸輸支支局局 022-235-2517 秋秋田田運運輸輸支支局局 018-863-5811
（（ダダイイヤヤルルイインン｢｢2｣｣）） （（ダダイイヤヤルルイインン｢｢2｣｣））

山山形形運運輸輸支支局局 023-686-4711 福福島島運運輸輸支支局局 024-546-0345
（（ダダイイヤヤルルイインン｢｢2｣｣）） （（ダダイイヤヤルルイインン｢｢2｣｣））

【問い合わせ先】
東北運輸局自動車技術安全部整備・保安課 杉本、阿部

TEL ０２２－７９１－７５３４

２２．．街街頭頭検検査査のの実実施施
・違法マフラー装着、車体外にはみ出すタイヤの装着など悪質な

不正改造車を公道から排除するため、警察機関、独立行政法人
自動車技術総合機構、軽自動車検査協会等と連携した街頭検査
を実施し、違反車両に対して整備命令を発令。

令和 ５年 ５月３０日
国土交通省東北運輸局

３. 不正改造車を排除する運動
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こ
の
よ
う
な
改
造
は
不
正
改
造
で
す
。

不
正
改
造
は
犯
罪
で
す！
！

「
知
ら
な
か
っ
た
」で
は
済
ま
さ
れ
ま
せ
ん
。

推
進
／
国
土
交
通
省
、不
正
改
造
防
止
推
進
協
議
会
　
後
援
／
内
閣
府
、警
察
庁
、農
林
水
産
省
、経
済
産
業
省
、環
境
省
　
協
力
／
独
立
行
政
法
人
自
動
車
技
術
総
合
機
構
、軽
自
動
車
検
査
協
会

（
一
社
）日
本
自
動
車
整
備
振
興
会
連
合
会
、日
本
自
動
車
車
体
整
備
協
同
組
合
連
合
会
、全
国
自
動
車
電
装
品
整
備
商
工
組
合
連
合
会
、全
国
タ
イ
ヤ
商
工
協
同
組
合
連
合
会
、（
一
社
）日
本
自
動
車
販
売
協
会
連
合
会
、（
一
社
）日
本
中
古
自
動
車
販
売
協
会
連

合
会
、日
本
自
動
車
輸
入
組
合
、（
一
社
）日
本
自
動
車
工
業
会
、（
一
社
）日
本
自
動
車
部
品
工
業
会
、（
一
社
）日
本
自
動
車
車
体
工
業
会
、（
公
社
）日
本
バ
ス
協
会
、（
公
社
）全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
、（
一
社
）全
国
ハ
イ
ヤ
ー
・
タ
ク
シ
ー
連
合
会
、（
一
社
）日
本
陸
送

協
会
、全
日
本
自
動
車
部
品
卸
商
協
同
組
合
、（
一
社
）日
本
自
動
車
タ
イ
ヤ
協
会
、（
一
社
）全
国
軽
自
動
車
協
会
連
合
会
、（
一
社
）全
国
自
家
用
自
動
車
協
会
、（
一
社
）日
本
自
動
車
連
盟
、（
一
財
）自
動
車
検
査
登
録
情
報
協
会
、（
一
社
）日
本
自
動
車
会
議
所
、

（
一
社
）日
本
二
輪
車
普
及
安
全
協
会
、（
一
社
）全
国
自
動
車
標
板
協
議
会
、
全
国
石
油
商
業
組
合
連
合
会
、（
一
社
）自
動
車
用
品
小
売
業
協
会
、
日
本
ウ
イ
ン
ド
ウ
・
フ
ィ
ル
ム
工
業
会
、（
一
社
）日
本
自
動
車
用
品
・
部
品
ア
フ
タ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
振
興
会
、（
一
社
）

全
国
二
輪
車
用
品
連
合
会
、全
国
デ
ィ
ー
ゼ
ル
ポ
ン
プ
振
興
会
連
合
会
、全
国
自
動
車
大
学
校
・
整
備
専
門
学
校
協
会
、全
国
自
動
車
短
期
大
学
協
会
、全
国
オ
ー
ト
バ
イ
協
同
組
合
連
合
会

基
準
不
適
合
マ
フ
ラ
ー
の
装
着
や
マ
フ
ラ
ー

の
切
断・
取
り
外
し
は
、排
気
騒
音
が
増
大
し
、

沿
道
住
民
の
生
活
環
境
を
脅
か
し
、騒
音
公
害

の
原
因
に
繋
が
り
ま
す
。

❶

運
転
者
席・
助
手
席
の
窓
ガ
ラ
ス
へ
の

着
色
フ
ィ
ル
ム
等
の
貼
付

（
貼
付
状
態
で
可
視
光
線
透
過
率
70
%
未
満
）

運
転
者
席
及
び
助
手
席
の
窓
ガ
ラ
ス
に
濃
い
色
の
着
色
フ
ィ
ル
ム
を
貼
る
こ
と

に
よ
り
、周
囲
の
状
況
が
確
認
し
に
くく
な
り
、大
変
危
険
で
す
。

❹
タ
イ
ヤ
及
び
ホ
イ
ー
ル
の
車
体（
フ
ェ
ン
ダ
ー
）

外
へ
の
は
み
出
し

適
切
な
タ
イ
ヤ
や
ホ
イ
ー
ル
を

使
用
し
な
け
れ
ば
、車
体
に
接

触
し
た
り
、ブ
レ
ー
キ
構
造
な
ど

と
干
渉
し
ま
す
。

ま
た
、車
体
か
ら
突
出
す
る
こ
と

も
あ
り
、歩
行
者
等
に
危
害
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
り
、大
変

危
険
で
す
。

❸

基
準
外
ウ
イ
ン
グ
の
取
り
付
け

車
体
か
ら
は
み
出
し
た
ウ
イ
ン
グ
は
、歩
行
者
等
に

接
触
し
、危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、大
変

危
険
で
す
。

❺

※
色
の
判
断
に
つ
い
て
は
、点
灯
状
態
を
見
て
判
断
し
ま
す
。

制
動
灯
、方
向
指
示
器
等
は
そ
れ
ぞ
れ
灯
光
の
色
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、そ
の
他

の
色
を
使
用
す
る
こ
と
は
誤
認
を
与
え
、他
の
交
通
を
阻
害
し
、事
故
を
誘
発
す

る
お
そ
れ
が
あ
り
、大
変
危
険
で
す
。

❷

速
度
抑
制
装
置（
ス
ピ
ー
ド
リ
ミ
ッ
タ
ー
）

の
解
除・
取
り
外
し

速
 度
 抑
 制

装
 置
 付

❼

Ａ

Ｂ CＡ
.

Ｂ
.
C
.荷
台
さ
し
枠
の
取
り
付
け・
燃
料

タ
ン
ク
の
増
設

突
入
防
止
装
置
の
切
断・
取
り
外
し

大
型
後
部
反
射
器
の
取
り
外
し

❻

基
準
不
適
合
マ
フ
ラ
ー
の
装
着
／

消
音
器
の
取
り
外
し

ク
リ
ア
レ
ン
ズ
等
不
適
切
な
灯
火
器
及
び
回
転
灯
等
の
取
り
付
け

灯
火
類
の
色
の
変
更

不
正
改
造
車
を
見
か
け
た
ら

●
車
両
の
ナ
ン
バ
ー

●
不
正
改
造
の
内
容

を
こ
ち
ら
ま
で

不
正
改
造
車

迷
惑
黒
煙
車

通
報
連
絡
先

不
正
改
造
車
を

排
除
す
る
運
動

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

不
正
改
造
車
の

使
用
者

整
備
命
令
の
発
令

不
正
改
造
を

実
施
し
た
者

6ヵ
月
以
下
の
懲
役

又
は
 3
0万
円
以
下
の
罰
金

S
TO
P
! 

TH
E

不
正
改
造

不
正
改
造
車
を
排
除
す
る
運
動
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不
正
改
造
チ
ェ
ッ
ク
項
目

不
正
改
造
は
犯
罪
で
す！

○
内
燃
機
関
を
原
動
機
と
す

る
自
動
車
の
場
合
、騒
音

基
準
等
に
適
合
す
る
消
音

器
を
備
え
て
い
る
か

○
触
媒
等
が
取
り
外
さ
れ
て
い
な
い
か

消
音
器

○
運
転
席
に
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
が
装
着
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
警
報
す

る
装
置（
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
リ
マ
イ
ン
ダ
ー
）の
警
告
表
示
等
を
、機

具
を
用
い
て
不
正
に
解
除
し
て
い
な
い
か

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
リ
マ
イ
ン
ダ
ー

○
緊
急
自
動
車
等
以
外
に
赤
色
の
回
転
灯
は
取
り
付
け
て
い
な
い
か

○
道
路
維
持
作
業
用
自
動
車
以
外
に
黄
色
の
回
転
灯
は
取
り
付
け

て
い
な
い
か

回
転
灯

○
黒
煙
汚
染
度
は
基
準
内
で
あ
る
か

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
の
原
動
機

○
普
通
貨
物
自
動
車
の
場
合
、巻
き
込
み

防
止
装
置
を
備
え
て
い
る
か

巻
き
込
み
防
止
装
置

○
土
砂
等
を
運
搬
す
る
ダ
ン
プ
車
の
場
合
、さ
し
枠

の
取
り
付
け
が
な
い
か

○
荷
台
の
一
部
を
高
く
す
る
等
の
改
造
が
な
い
か

ダ
ン
プ（
土
砂
等
運
搬
）

○
新
規
検
査
受
検
後
に
燃
料
タ
ン
ク
を
増
設
し
て
い
な
い
か

○
容
量
が
大
幅
に
異
な
る
燃
料
タ
ン
ク
へ
変
更
し
て
い
な
い
か
 等

　（
構
造
等
変
更
検
査
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。）

二
次
架
装

○
自
動
車
の
後
面
に
突
入
防
止
装
置
を
備
え

て
い
る
か

突
入
防
止
装
置

○
貨
物
普
通
自
動
車
の
場
合
、後
部
反
射
器

を
備
え
る
ほ
か
、大
型
後
部
反
射
器
を
備

え
て
い
る
か

大
型
後
部
反
射
器

○
走
行
速
度
が
90
㎞
/h
を
超
え
な
い
よ
う
燃
料
の
供
給

を
調
整
し
、か
つ
、速
度
制
御
を
円
滑
に
行
え
る
か

○
速
度
抑
制
装
置
を
装
着
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
黄
色
の

ス
テ
ッ
カ
ー
が
運
転
者
の
見
や
す
い
位
置
及
び
車
両
の

後
面
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
か

速
度
抑
制
装
置（
ス
ピ
ー
ド
リ
ミ
ッ
タ
ー
）

○
指
定
以
外
の
ス
テ
ッ
カ
ー
貼
付
を
し
て
い
な
い
か

○
前
面
ガ
ラ
ス
等
に
装
飾
板
を
装
着
し
た
状
態
又
は
運
転
席
及
び

助
手
席
の
窓
ガ
ラ
ス
に
着
色
フ
ィ
ル
ム
等
を
貼
り
付
け
た
状
態
で

の
可
視
光
線
透
過
率
が
70
％
未
満
の
も
の
は
不
可

前
面
ガ
ラ
ス
、運
転
者
席
及
び
助
手
席
の
窓
ガ
ラ
ス

○
鋭
利
な
突
起
が
な
い
か

○
歩
行
者
等
に
接
触
し
た
場
合
に
衝
撃
を
緩
衝
で
き
る
構
造
で
あ

る
か

バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー

○
音
量
や
音
色
が
常
に
一
定
で
あ
る
か

警
音
器

○
白
色
又
は
淡
黄
色
で
あ
る
か
　
○
同
時
に
3個
以
上
点
灯
し
な
い
か

前
部
霧
灯

○
赤
で
な
い
か
　
○
点
滅
し
な
い
か

○
光
度
30
0c
d以
下
で
あ
る
か

そ
の
他
の
灯
火（
デ
イ
ラ
イト
）

○
回
転
部
分
が
車
体
か
ら
は
み
だ
し
て
い
な
い
か

タ
イ
ヤ

○
運
転
者
席
か
ら
障
害
物
を
確
認
で
き
る
鏡
等
を
備
え
て
い
る
か

直
前
直
左
確
認
鏡

○
内
燃
機
関
を
原
動
機
と
す
る
自
動
車
の
場
合
、騒
音
基
準

等
に
適
合
す
る
消
音
器
を
備
え
て
い
る
か

消
音
器

○
触
媒
等
が
取
り
外
さ
れ
て
い
な
い
か

触
媒
装
置

触
媒
装
置

○
切
断
等
に
よ
り
、ば
ね
の

一
部
又
は
全
部
が
除
去

さ
れ
て
い
な
い
か

サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン

○
白
色
で
あ
る
か

番
号
灯

○
白
色
で
あ
る
か

後
退
灯

○
赤
色
で
あ
る
か

尾
灯

○
橙
色
で
点
滅
回
数
が
毎
分
60
回
以
上
、1
20

回
以
下
で
あ
る
か

方
向
指
示
器

○
赤
色
で
あ
る
か

後
部
反
射
器

○
赤
色
で
あ
る
か

制
動
灯

○
白
色
で
あ
る
か
（
方
向
指
示
器
、
非
常
点
滅
表
示
灯
又
は
側
方
灯
と

一
体
又
は
兼
用
の
も
の
及
び
二
輪
車
等
に
つ
い
て
は
、橙
色
で
も
よ
い
。）

※
平
成
17
年
12
月
31
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
車
両
は
、白
色
の
ほ
か
淡
黄
色
又
は
、橙
色
で

あ
っ
て
も
、全
て
の
車
幅
灯
が
同
一
色
で
あ
れ
ば
よ
い
。

車
幅
灯

○
側
方
へ
の
翼
形
状
を
有
し
て
い
な
い
か

○
確
実
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
か

○
鋭
い
突
起
が
な
い
か

○
そ
の
付
近
の
最
外
側
、最
後
端
と
な
ら
な
い
か
 等

ウ
イ
ン
グ
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不正改造車の
使用者

整備命令の発令
▶整備命令に従わない場合については
50万円以下の罰金

不正改造を
実施した者

6ヶ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金

交換用マフラーはバイクも クルマも

詳しくはQRコードを！

ネ
ッ

トで
購入する際

は

要注意です。

基準適合品を！
「犯罪」って

知ってる！？

ダメ！ダメ！違法マフラー
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マフラー（消音器）に対する騒音対策
平成22年4月以降に製作される自動車及び原動機付自転車に適用

騒音低減機構を容易に除去できる
マフラーの装着を禁止

※車検がない原動機付自転車（～125cc）、軽二輪自動車（125～250cc）にもこの基準は適用されます。
適用時期

平成28年10月以降に製作される自動車等は運行中にこれらの表示や試験成績表等が
確認できない場合、基準不適合となります。

新車段階だけでなく、使用過程時にも加速走行騒音の防止要件が適用

■ マフラーの消音機能に関する部品が溶接、リベット等で
　 取り付けられていないもの。
（例）マフラーにインナーサイレンサーがボルト止め、ナット止め、
　　 接着等により取り付けられており、容易に取り外せるもの

■公的試験機関が実施した試験結果が必要となります。

① 次のいずれかの表示があるマフラー
（イ）自動車製作者表示（純正マフラー）

② 次のいずれかの自動車等が現に備えているマフラー
（イ）加速走行騒音試験を実施して騒音値が基準に適合する自動車等

■外国の法令に基づく書面又は表示で確認できます。例えば、以下のものがあります。
　（ただし、同一性や基準への適合性が明らかであることが必要です。）
  ● COCペーパー（EU指令に基づく車両型式認可車両に交付される適合証明書）
  ● WVTAラベル又はプレート（EU指令に基づく車両型式認可を受けた車両に貼付されている当該車両型式
　認可番号が表示されているもの）

（ロ）加速走行騒音レベルが協定規則又はEU指令に適合する自動車等

（ロ）装置型式指定品表示（自マーク）
（例）自動車メーカー商号、
　　  商標等

（ニ）協定規則適合品表示
　　 （Eマーク）

（ホ）欧州連合指令（EU指令）
　　 適合品表示（eマーク）

（例） （例）

（性能等確認済表示の例）

（数字は認定国の番号を示し、番号は認定国により変わります。乗車定員11人以上又は車両総重量 3.5トンを超える自動車の場合を除きます。）

（ハ）性能等確認済表示（確認機関が性能等を確認した交換用マフラーに行う表示）
（例） 確認機関の略称のサンプル例

（例） 自

1

2

不
適
合
例

基
準
に
適
合
す
る
も
の
の
例

注意！

参考：不正改造に
　　　関する罰則

整備命令の発令
▶整備命令に従わない場合については
　50万円以下の罰金

6ヶ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金

不正改造車の
使用者

不正改造を
実施した者

確認機関の略称

原動機型式

識別番号近接排気騒音値
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４. 自動車点検整備推進運動の強化月間
 

 

 《《発発表表記記者者会会：：青青森森県県政政記記者者会会、、岩岩手手県県政政記記者者ククララブブ、、東東北北電電力力記記者者会会、、宮宮城城県県政政記記者者会会、、  

秋秋田田県県政政記記者者会会、、山山形形県県政政記記者者会会、、福福島島県県政政記記者者ククララブブ》》  

 
        
                                                  

 
 

 

 

点点検検・・整整備備のの必必要要性性のの啓啓発発活活動動  

自動車の使用者には、自動車の不具合による事故防止や環境保全を 

図ることを目的として、自動車の点検・整備の実施が義務付けられて 

います。しかし、使用者に十分理解されているとは言えず、定期点検 

の実施状況は、乗用車で６割程度に留まっています。 

東北運輸局では自動車の点検・整備の必要性を自動車の使用者に伝 

えるため、自動車点検フェスティバル等の自動車整備関連イベント※1 

を開催します。                              
（※１別紙：東北運輸局管内におけるイベント実施計画）                               

点検整備推進運動ポスター 

 
  街街頭頭点点検検のの実実施施  

東北管内では大型自動車等の車輪脱落事故が増加傾向であること 

から、冬用タイヤへの交換が始まる時期を前にして大型車両のホイ 

ール・ナットの取付状況を確認する「街頭点検」を実施し、ドライ 

バー等へ対して、車輪脱落事故防止の点検・整備を呼びかけます。 

 
                      ホイールナットの点検風景 

 

自動車の点検・整備のことが         

詳しくわかります             クルマの愛情点検チェックガイド 

       www.tenken-seibi.com/          www.tenken-seibi.com/m/s/index.html

 

 

 

ああななたたとと社社会会のの未未来来がが変変わわるる！！  

～～安安全全確確保保とと環環境境保保全全ははククルルママのの点点検検・・整整備備かからら～～ 

【問い合わせ先】 

東北運輸局自動車技術安全部 

整備・保安課 杉本、阿部 

  TEL 022-791-7534 

 

令和５年９月１日 

国土交通省東北運輸局 

 

自動車は、使用期間や走行距離に応じて故障・劣化が生じることから、安全にご使用

いただくためには、自動車の使用者が責任を持って、適切に点検・整備を行うことが必

要です。このため、東北運輸局では、関係団体等と協力し、９月・１０月の２ヶ月間を

「自動車点検整備推進運動」強化月間として、点検・整備の必要性や重要性を啓発して

いきます。 
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別紙

月　日

時　間

青森
9月3日(日)

10:00～14:30

青森運輸支局構内
所在地：青森県青森市浜田豊田139-13

「自動車点検ふれあい
フェスティバル2023」

・マイカー点検教室
・マイカー無料点検サービス
・こども整備士体験
・クルマ相談コーナー
・白バイ隊員との記念撮影
・ＪＡＦ子ども免許証
・タイヤ交換レース

岩手

9月16日(土)
～

9月17日(日)

9:30～16:00

岩手産業文化センター　アピオ
所在地：岩手県滝沢市砂込389-20

「自動車整備フェスタ2023」
※岩手放送主催への出展

・マイカー点検教室
・マイカー相談
・衝突試験車両の映像上映
・運転適性診断体験
・子供免許証、キーホルダー作成等

宮城
9月23日（土）

10:00～14:30

勾当台公園市民広場
所在地：宮城県仙台市青葉区国分町３丁目７

「宮城バスまつり」
※宮城県バス協会主催への出展

・アンケート調査
・チラシ配布
・ポスター掲示
・マイカー相談等

9月2日（土）

10:30～14:30

道の駅「うご」～端縫いの郷～
所在地：秋田県雄勝郡羽後町西馬音内中野200

「マイカー点検フェア」
※秋田県自動車整備振興会主催

・マイカー点検教室
・無料日常点検
・マイカー相談所
・自動車構造・装置のカット模型展示
・トルクレンチ体験

10月28日（土）
～

10月29日（日）

秋田ふるさと村
所在地：秋田県横手市赤坂字富ケ沢62-46

「あきたNEXTモーターフェス2023」
※あきたNEXTモーターショー

実行委員会主催

・マイカー点検教室
・マイカー相談所
・自動車構造・装置のカット模型展示

山形
10月14日(土)

～
10月15日(日)

山形国際交流プラザ　山形ビッグウイング
所在地：山形県山形市平久保100番地

(予定)
「マイカー点検フェスティバル2023」
※「やまがた環境展」への出展

（予定）
・マイカー相談
・マイカー無料点検
・劣化部品展示
・スタンプラリー
・ペーパークラフト作成
・こども免許証発行等

福島

9月30日（土）
～

10月1日（日）

10:00～16:00

ビッグバレット郡山
所在地：福島県郡山市南２丁目５２

「くるまの点検フェア」
※福島放送局主催「KFBまつり」への出展

・子供免許証交付
・キッズメカニック体験
・カットエンジン展示
・自動車部品展示

※実施日や時間・会場等は予告なく変更となる場合があります。

秋田

東東北北運運輸輸局局管管内内ににおおけけるるイイベベンントト実実施施計計画画

県別 実 施 場 所 イベント名 イベントの主な予定
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重大事故重大事故をを防ぐ防ぐため、ため、
適切適切なな点検整備点検整備のの実施実施を！を！

ディスク・ホイールの取付状態

タイヤの空気圧

タイヤの亀裂・損傷
ランプ類の点灯・点滅

タイヤの溝の深さ

バッテリ液量の量
冷却水の量

ブレーキ液の量

エンジン・
オイルの

ウインド・
ウォッシャ液

エンジンのかかり具合

ブレーキの踏み

駐車ブレーキ

しろ（踏みしろ）

エンジンの
・加速状態

ワイパーの拭き取

力

ろと効き具合

大型自動車は、事故が起こると重大な被害につな
がりかねません。
日頃の点検整備を徹底し、安全な車社会の形成に、
ご協力をお願いいたします。

ナットが締る方向に叩く

○点検ハンマ

いずれかの方法で、緩みがないか日常的に確認しましょう。

きちんと締め付けを行っても、
走行すると
必ず緩みが発生します
（初期なじみといいます）。
50～ 100キロほど走行したら、
規定トルクで増し締めを。

十分な締め付け力を得るため、各部を清掃後、
赤色の箇所に潤滑剤（エンジンオイル等）を
薄くぬってください。

清掃し、潤滑剤を塗布してもスムーズに回転し
ない場合は、ナットを交換してください。

◦増し締め

車輪脱着時日常点検時

◦清掃・潤滑剤の塗布

劣化がひどいものは交換を！

◦ゆるみの確認

○マーキング ○ホイールナット
　マーカー

事故件数は、近年増加

車輪脱落事故啓発動画より（R2. 国交省作成）

車輪脱落のことが
詳しくわかります

動画URL

歩行者にぶつかれば
大事故になりかねません

緩みなし状態

左右のホイール・ナットが
緩んだ状態

締付け順序
8本ボルトの場合 10本ボルトの場合

規定の締付トルク

1 1

2

3
9 5

6 ��

7
8 4

2

3 4

5 7

8 6

打音点検 目視点検

0

20

40

60

80

100

120

140

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1 R2 R3 年度

（件） 発生件数（件） うち人身事故件数（件）

15
1 12 3 3 4 524
19

45 41
56

67
81

112

131
123

以下に特にご留意を！ 
※ISO規格の例のみ示しています

重大事故重大事故をを防ぐ防ぐため、ため、
適切適切なな点検整備点検整備のの実施実施を！を！

ワッシャー

平面座
ホイール・ボルト

ワッシャー付
ホイール・ナット

潤滑剤 潤滑剤

ナットとワッシャーの間（摺
しゅうどうぶ
動部）に、

潤滑剤を忘れず塗ってください！

大型自動車の車輪脱落事故

大型自動車（事業用・自家用）に乗られる皆さんへ
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●自動車の点検・整備のことが詳しくわかります。

■推進：国土交通省  自動車点検整備推進協議会　■後援：内閣府  警察庁  環境省
■協力：独立行政法人自動車技術総合機構　軽自動車検査協会　独立行政法人自動車事故対策機構
一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会　一般社団法人 日本自動車工業会　一般社団法人 日本自動車販売協会連合会　一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会　日本自動車輸入組合　一般社団法人 日本自動車連盟　一般社団法人 全国自家用自動車協会　公益社団法人 日本バス協会
公益社団法人 全日本トラック協会　一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会　一般社団法人 全国レンタカー協会　一般社団法人 日本自動車タイヤ協会　全国石油商業組合連合会
一般財団法人 自動車検査登録情報協会　公益財団法人 日本自動車教育振興財団　一般社団法人 日本損害保険協会　全国共済農業協同組合連合会　全国労働者共済生活協同組合連合会
一般社団法人 日本自動車部品工業会　全日本自動車部品卸商協同組合　全国自動車電装品整備商工組合連合会　一般社団法人 自動車用品小売業協会　一般社団法人電池工業会
全国ディーゼルポンプ振興会連合会　日本自動車車体整備協同組合連合会　一般社団法人 日本自動車車体工業会　全国タイヤ商工協同組合連合会　全国自動車部品販売店連合会
一般社団法人 日本自動車部品協会　全国オートバイ協同組合連合会（順不同）

大型自動車の点検整備・車検と事業用自動車の行政処分

事故はバス・トラックともに発生しています
が、特にバスでは、乗客を巻き込む重大事故
につながりかねません
下記のような前兆が見られたら速やかに停車
し、異常の有無を確認してください

異常箇所 症　状
加速 普段より加速しづらい・減速しやすい

ブレーキの効き 普段より効きづらい

振動 ハンドルが異常に振動したり、ハンドルを取られたりする

音、臭い 聞き慣れない音がする

ゴムや樹脂が焼けたような臭いがする

煙 白煙や黒煙が発生している

電気機器 異常な作動を起こしたり、ヒューズが切れたりする

警告灯 警告灯が点灯する、警報ブザーが鳴る

車両火災のことが詳しくわかります

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/
tenkenseibi/tenken/t2/t2-3/

行政処分基準（令和2年3月時点）

＜初違反＞：	警告	〜	10日	×	 違反台数
＜再違反＞：	5日	〜	20日	×	 違反台数

②	定期点検整備の未実施

３
か
月
点
検

３
か
月
点
検

３
か
月
点
検

12
か
月
点
検

12
か
月
点
検

３
か
月
点
検

３
か
月
点
検

３
か
月
点
検

車検 車検

＜初違反＞：	警告	〜	 5日	×	 違反台数
＜再違反＞：	3日	〜	10日	×	 違反台数①	日常点検の未実施

車両火災
事故
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５. 地区別認証・指定工場数（令和５年３月末）
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工工
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５
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３
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末
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上 小 阿 仁 村
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６. 最近の整備事業者の行政処分の概況（参考資料）

1 

 最
近
の
整
備
事
業
者
の
行
政
処
分
の
概
況

 

処
分
年
月
 

処
分
内
容
 

違
反
概
要
 

令
和

4
年

4
月
 

  

認
証
停
止
１
０
日
 

 

端
緒
：「

特
定
整
備
記
録
簿
に
分
解
整
備
を
実
施
し
た
旨
を
虚
偽
記
載
し
た
」
と
の
自
己
申
告
 

 ・
定
期
点
検
整
備
の
納
車
時
間
を
間
に
合
わ
せ
る
た
め
に
、
ブ
レ
ー
キ
･ド

ラ
ム
の
分
解
整
備
を
実
施
し
な
い
ま
ま
、
特
定
整
備
記

録
簿
に
分
解
整
備
を
実
施
し
た
旨
を
記
載
し
、
料
金
を
請
求
し
て
い
た
。
 

・
な
お
、
他
県
の
同
系
列
店
舗
で
も
、
同
時
期
に
同
様
の
事
案
が
発
生
し
て
お
り
処
分
さ
れ
て
い
る
。
 

 

令
和

4
年

4
月
 

 

指
定
停
止
７
０
日
 

 

端
緒
：「

事
業
場
管
理
責
任
者
の
手
続
き
を
経
ず
に
保
安
基
準
適
合
証
を
交
付
し
て
い
た
」
と
の
自
己
申
告
 

 ・
事
業
場
管
理
責
任
者
の
把
握
し
て
い
な
い
車
両
(２

台
)が

、
社
内
手
続
き
を
経
な
い
ま
ま
適
合
証
が
交
付
さ
れ
て
い
た
。
 

・
監
査
の
結
果
、
事
業
場
管
理
責
任
者
が
適
合
証
交
付
を
確
認
す
る
体
制
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
 

・
自
動
車
検
査
員
が
点
検
･整

備
･検

査
を
一
人
で
実
施
し
て
い
た
。
 

・
一
部
の
点
検
や
検
査
を
実
施
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
指
定
整
備
記
録
簿
に
実
施
し
た
旨
を
虚
偽
記
載
し
て
い
た
。
 

・
同
一
性
が
相
違
す
る
車
両
及
び
、
保
安
基
準
不
適
合
の
車
両
に
適
合
証
を
交
付
し
て
い
た
。
記
録
簿
の
誤
記
･漏

れ
多
数
。
 

 

令
和

4
年

4
月
 

 

指
定
停
止
１
５
日
 

 

端
緒
：
運
送
事
業
者
が
提
出
し
た
事
故
報
告
書
（
運
行
中
に
後
輪
２
軸
目
の
左
外
側
タ
イ
ヤ
が
脱
落
し
た
事
故
）
 

 ・
タ
イ
ヤ
脱
落
の
原
因
が
、
直
近
に
実
施
し
た
車
検
整
備
の
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
特
別
監
査
を
実
施
し
た
。
 

・
タ
イ
ヤ
取
付
時
に
、
２
本
の
ホ
イ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
ガ
イ
ド
を
ハ
ブ
ボ
ル
ト
の
上
下
対
角
に
設
置
し
て
作
業
す
る
手
順
だ
っ
た
が
、

上
側
１
本
の
み
使
用
し
て
タ
イ
ヤ
の
取
付
を
行
っ
た
た
め
、
ト
ル
ク
レ
ン
チ
を
使
用
し
て
締
め
付
け
た
も
の
の
２
本
の
ホ
イ
ー
ル

が
完
全
に
接
触
せ
ず
に
、
す
き
間
が
生
じ
て
い
た
。
 

・
自
動
車
検
査
員
は
、
完
成
検
査
時
に
打
音
検
査
及
び
目
視
検
査
を
実
施
し
た
も
の
の
異
常
は
認
め
ら
れ
ず
に
適
合
証
は
交
付
さ
れ

て
い
た
も
の
の
、
点
検
整
備
上
又
は
検
査
上
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
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2 

 令
和

4
年

4
月
 

  

指
定
停
止
４
０
日
 

 

端
緒
：「

事
業
場
管
理
責
任
者
(検

査
員
)が

適
合
証
の
検
査
員
氏
名
欄
に
事
実
と
異
な
る
氏
名
を
記
載
し
て
い
た
」
と
自
主
申
告
 

 ・
当
該
事
業
場
の
必
要
人
員
は
１
５
人
だ
っ
た
が
、
急
な
退
職
等
に
よ
り
１
１
名
体
制
で
業
務
遂
行
し
て
い
た
。
 

・
事
業
場
管
理
責
任
者
は
検
査
員
を
兼
任
し
て
い
た
の
で
、
日
々
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
途
中
か
ら
ほ
ぼ
一
人
で
完
成
検
査
を

担
当
し
て
い
た
。
 

・
多
数
の
検
査
員
が
選
任
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
完
成
検
査
と
適
合
証
交
付
を
自
分
一
人
で
行
う
こ
と
は
法
令
違
反
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
込
み
、
事
業
場
管
理
責
任
者
は
出
勤
し
て
い
る
他
の
検
査
員
名
を
用
い
て
記
載
し
て
い
た
。
 

・
な
お
、
点
検
整
備
及
び
検
査
は
確
実
に
行
わ
れ
て
お
り
、
悪
意
を
持
っ
た
行
為
で
は
無
か
っ
た
。
 

 

令
和

4
年

4
月
 

  

指
定
停
止
８
５
日
 

認
証
停
止
１
５
日
 

検
査
員
解
任
１
名
 

端
緒
：
計
画
監
査
で
整
備
工
場
を
訪
問
し
た
と
こ
ろ
、
完
成
検
査
場
に
不
正
改
造
車
が
あ
っ
た
。
 

 ・
完
成
検
査
場
に
あ
る
不
正
改
造
車
の
関
係
帳
票
類
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
既
に
適
合
証
が
交
付
さ
れ
て
い
た
。
 

・
検
査
員
(事

業
場
管
理
責
任
者
が
兼
務
)は

直
前
直
左
鏡
が
取
り
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
適
合
証
を
交
付
し
て
い
た
。
 

・
検
査
員
は
前
部
霧
灯
が
同
時
に
４
個
点
灯
す
る
よ
う
に
改
造
し
て
い
た
。
 

・
検
査
員
は
基
準
不
適
合
及
び
同
一
性
が
不
一
致
に
も
か
か
わ
ら
ず
適
合
証
を
交
付
し
て
い
た
。
 

・
概
算
見
積
書
の
未
交
付
、
特
定
整
備
記
録
簿
の
未
作
成
、
故
意
以
外
に
よ
る
完
成
検
査
の
一
部
未
実
施
を
確
認
し
た
。
 

 

令
和

4
年

5
月
 

  

指
定
取
消
 

認
証
取
消
 

検
査
員
解
任
３
名
 

端
緒
：
有
効
期
間
の
切
れ
た
電
子
適
合
証
の
申
請
を
却
下
、
２
日
後
に
紙
適
合
証
に
よ
る
申
請
が
あ
り
、
疑
義
か
ら
監
査
実
施
。
 

 ・
電
子
適
合
証
の
有
効
期
間
が
切
れ
て
い
た
申
請
を
却
下
し
た
と
こ
ろ
、
２
日
後
に
紙
面
に
よ
る
適
合
証
が
申
請
さ
れ
た
の
で
、
 

検
査
実
施
状
況
を
確
認
す
る
た
め
監
査
を
実
施
し
た
。
 

・
監
査
の
結
果
、
電
子
適
合
証
の
有
効
期
間
が
切
れ
た
車
両
を
再
入
庫
さ
せ
ず
に
、
紙
面
適
合
証
を
交
付
し
て
い
た
。（

複
数
台
）
 

・
二
輪
車
の
速
度
計
の
誤
差
の
検
査
を
実
施
し
な
い
ま
ま
、
指
定
整
備
記
録
簿
に
検
査
結
果
を
虚
偽
記
載
し
て
い
た
。
 

・
作
業
場
と
完
成
検
査
場
に
入
れ
な
い
大
き
さ
の
車
両
に
つ
い
て
、
点
検
及
び
検
査
の
一
部
を
省
略
、
か
つ
検
査
員
以
外
の
者
が
検

査
員
Ｉ
Ｄ
を
使
っ
て
電
子
適
合
証
に
証
明
し
て
い
た
。
 

・
事
業
者
が
所
有
す
る
複
数
の
車
載
車
に
禁
止
灯
火
が
取
り
付
け
ら
れ
、
適
合
証
が
交
付
さ
れ
て
い
た
。
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3 

 令
和

4
年

6
月
 

  

指
定
停
止
８
０
日
 

検
査
員
警
告
１
名
 

 

端
緒
：「

す
れ
違
い
用
前
照
灯
の
光
軸
高
さ
が
不
適
合
の
ま
ま
、
保
安
基
準
適
合
証
を
交
付
し
た
」
と
の
自
主
申
告
 

 ・
す
れ
違
い
用
前
照
灯
の
光
軸
基
準
を
検
査
員
が
誤
認
し
て
い
た
た
め
、
誤
っ
た
基
準
値
を
も
と
に
光
軸
調
整
を
行
っ
た
こ
と
で
、

不
適
合
状
態
の
ま
ま
適
合
証
に
証
明
を
行
い
、
交
付
し
た
。
 

 

令
和

4
年

7
月
 

 

指
定
取
消
 

検
査
員
解
任
１
名
 

端
緒
：
支
局
の
計
画
監
査
。
 

 (監
査
の
結
果
) 

・
事
業
場
管
理
責
任
者
は
、
指
定
整
備
事
業
の
技
術
及
び
管
理
組
織
に
つ
い
て
全
く
理
解
し
て
い
な
い
。
 

・
前
照
灯
や
排
出
ガ
ス
の
完
成
検
査
の
結
果
が
保
安
基
準
不
適
合
状
態
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
適
合
証
を
交
付
し
た
。
 

・
前
照
灯
試
験
機
の
バ
ッ
テ
リ
レ
ベ
ル
表
示
を
光
度
と
勘
違
い
し
て
数
値
を
記
載
し
た
。
 

・
前
照
灯
に
お
い
て
、
す
れ
違
い
灯
検
査
で
は
光
軸
･光

度
と
も
に
、
走
行
灯
検
査
で
は
光
度
が
適
切
に
測
定
で
き
て
い
な
い
。
 

・
完
成
検
査
の
一
部
未
実
施
状
態
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
安
基
準
適
合
を
証
明
し
て
適
合
証
を
交
付
し
た
。
 

 

令
和

4
年

10
月
 

 

指
定
停
止
５
０
日
 

検
査
員
警
告
２
名
 

端
緒
：「

ブ
レ
ー
キ
の
左
右
差
で
保
安
基
準
不
適
合
が
あ
っ
た
」
と
の
自
己
申
告
 

 ・
事
業
場
の
ブ
レ
ー
キ
テ
ス
タ
を
「
ｋ
ｇ
」
単
位
か
ら
「
Ｎ
」
単
位
の
機
器
へ
入
替
を
行
っ
た
が
、
端
末
機
を
「
Ｎ
」
単
位
に
切
り

替
え
る
こ
と
を
失
念
し
、
制
動
力
の
判
定
を
「
ｋ
ｇ
」
単
位
の
ま
ま
実
施
、
７
台
の
ブ
レ
ー
キ
の
左
右
差
で
保
安
基
準
不
適
合
が

あ
っ
た
。
 

・
完
成
検
査
場
の
検
査
機
器
の
更
新
に
お
い
て
、
ブ
レ
ー
キ
テ
ス
タ
が
「
ｋ
ｇ
」
単
位
か
ら
「
Ｎ
」
単
位
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
認

識
し
て
い
な
か
っ
た
。
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７. 検査場からのお知らせ
検査場からのお知らせ

東北検査部秋田事務所

注意事項

・不慣れな方は、必ず職員にお申し出ください。

・フルタイム４ＷＤ車はマルチコースに並んで下さい。フルタイム４ＷＤ以

外（切り換え有り車両含む）の車両は兼用コースに並んでください。

・車台番号・エンジン型式・モーター型式は、入庫した時点で打刻位置を確

認し、見やすいように清掃等を行ってから受検して下さい。また、職権打

刻が必要な場合は事前に整備部門にご相談ください。

・ハイブリッド車の整備モードへの切り替えや、トラクションコントロール

を解除した状態でないと検査ができない車両があります。受検前に変更方

法を確認するとともに、実際に切り替えや解除ができることを確認してか

ら受検して下さい。

・灯火等の各スイッチの場所を確認してから受検してください。

・検査場待機コースの傾斜している部分について、安全のため停車禁止部分

をもうけました。斜線部分には停車しないようよろしくお願いします。

・スピードメーター検査の際、４０㎞／ｈで速度が落ち着いてから、パッシ

ングやボタン等の申告を行うようにお願いいたします。加速しながら申告

し、「×」となることが非常に多くなっております。

・冬期間コース入場の際は、タイヤハウスへの着雪、ボンネットや屋根への

積雪などは、必ず取り除いてから入場願います。コース上へ落ちた雪がブ

レーキテスタ部分に着雪し、制動力が検出できない場合や、各車両のホイ

ールベースが正確に測れず検査を開始できない等の障害が発生しておりま

す。コースを閉鎖しての復旧作業が必要になるため、他の車両の受検に多

大な影響を与える恐れがあります。

・運転席を除くシートベルトは、装着状態にしておくようにお願いします。

・受検の際は、荷物（交換用タイヤを含む）は積まないでください。
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検査場からのお知らせ

東北検査部秋田事務所

注意事項

・不慣れな方は、必ず職員にお申し出ください。

・フルタイム４ＷＤ車はマルチコースに並んで下さい。フルタイム４ＷＤ以

外（切り換え有り車両含む）の車両は兼用コースに並んでください。

・車台番号・エンジン型式・モーター型式は、入庫した時点で打刻位置を確

認し、見やすいように清掃等を行ってから受検して下さい。また、職権打

刻が必要な場合は事前に整備部門にご相談ください。

・ハイブリッド車の整備モードへの切り替えや、トラクションコントロール

を解除した状態でないと検査ができない車両があります。受検前に変更方

法を確認するとともに、実際に切り替えや解除ができることを確認してか

ら受検して下さい。

・灯火等の各スイッチの場所を確認してから受検してください。

・検査場待機コースの傾斜している部分について、安全のため停車禁止部分

をもうけました。斜線部分には停車しないようよろしくお願いします。

・スピードメーター検査の際、４０㎞／ｈで速度が落ち着いてから、パッシ

ングやボタン等の申告を行うようにお願いいたします。加速しながら申告

し、「×」となることが非常に多くなっております。

・冬期間コース入場の際は、タイヤハウスへの着雪、ボンネットや屋根への

積雪などは、必ず取り除いてから入場願います。コース上へ落ちた雪がブ

レーキテスタ部分に着雪し、制動力が検出できない場合や、各車両のホイ

ールベースが正確に測れず検査を開始できない等の障害が発生しておりま

す。コースを閉鎖しての復旧作業が必要になるため、他の車両の受検に多

大な影響を与える恐れがあります。

・運転席を除くシートベルトは、装着状態にしておくようにお願いします。

・受検の際は、荷物（交換用タイヤを含む）は積まないでください。
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８. 令和４年度不当要求発生件数（プレスリリース）

ププレレススリリリリーースス

令令和和５５年年７７月月２２１１日日（（金金））

令和４年度の不当要求行為は７６件発生

～機構職員に対する暴力行為は４件発生～

令和４年度中に全国の事務所から報告があった、機構職員に対する暴力行為、脅
迫・威圧行為、強要行為等の不当要求行為についてまとめたのでお知らせいたしま
す。

１．全国９３カ所の事務所から報告がありました不当要求行為の総件数は７６件で
した。前年度より、６件（８．５％）増加しております。

２．不当要求行為を行った受検者別内訳は、受検代行業者によるものが２４件
（３１．６％）、ユーザー本人によるものが３５件（４６．０％）、整備事
業者によるものが１７件（２２．４％）となっています。

３．不当要求行為の内容別内訳は、脅迫・威圧行為が１６件（２１．１％）、説明
強要が３４件（４４．７％）、合格強要が１３件（１７．１％）、時間外検査
強要が 件（２．６％）、車両放置が４件（５ ３％）、暴力行為が４件（５．
３％）、その他が３件（３．９％）となっています。

４．機構職員に対する暴力行為は依然として無くならず、令和４年度は４件の暴力
行為が発生しました。暴力行為に対しては、警察に被害届出を出すなど毅然と
した対応を行っています。

５．不当要求行為に対し警察が出動した事案は２８件あり、その内訳は受検代行業
者によるものが１０件、ユーザー本人によるものが１４件、整備工場によるも
のが４件で、ユーザー本人によるものが半数を占めております。

６．今後とも引き続き、国土交通省や警察当局との連携を密にし、不当要求防止
責任者を選任することや不当要求に係る緊急事態を想定した対応訓練を実施
するとともに、防犯カメラやＩＣレコーダによる防犯設備の活用により、組
織全体で不当要求防止対策に取り組み、的確で厳正かつ公正な審査業務を実
施して参ります。

お問い合わせ先

〒 － 東京都新宿区四谷本塩町 住友生命四谷ビル 階

独立行政法人自動車技術総合機構 企画部企画課

電話 ０３－５３６３－３４４１ （代表）
０３－５３６３－３３４７

 
− 27−



  自自動動車車機機構構ににおおけけるる不不当当要要求求行行為為のの概概要要
平平成成１１４４年年度度  （（１１４４年年７７月月１１日日かからら））  ～～  令令和和４４年年度度  （（令令和和５５年年３３月月３３１１日日ままでで））

ⅡⅡ--２２．．不不当当要要求求行行為為のの受受検検者者別別推推移移

ⅠⅠ．．不不当当要要求求行行為為のの推推移移

ⅡⅡ．．地地域域別別のの発発生生状状況況
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25.2%23.7%

24.1%

31.8%
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32.2% 30.4%
33.3%

33.3%
31.9%
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ⅢⅢ．．不不当当要要求求行行為為別別のの発発生生状状況況

０件 （６６）
０人 （３８）
０人 （３５）

刑事罰 懲役 ０人 (６)
禁固 ０人 (１)
罰金 ０人 (２８)
計 ０人 (３４)

起訴

刑事事件
逮捕者

28 26 29
36

16 10 16
10 9

7 4
6

6
9 8 5 5 5

2 33 4

123

147

99
110 111

128

68
54

47
36

26
30 32

19 19 13

28
13

25
2244

16
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224
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1916
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7
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H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

暴力行為

脅迫・威圧行為

合格強要

説明強要

時間外検査強要

車両放置

[年度]

4
14.3％

4
14.3％

4
14.3％2

7.1％

13
46.4％

1
3.6％

暴力行為

183
28.0%

脅迫・威圧行為

158
24.2%

業務妨害（車両放置）

32
4.9%

強要（合格）

97
14.9%

強要（説明）

93
14.2%

その他

39
6.0％

4
5.3％

16
21.1％

13
17.1％34

44.7％

2
2.6％

4
5.3％

3
3.9％

暴力行為

244(4.2%)
脅迫・威圧

行為

1168(19.9%)

強要

（合格）

1756(29.9%)

強要（説明）

1673(28.5%)

強要

（時間外検査）

390(6.7％)

業務妨害

（車両放置）

70(1.2%)

その他

564(9.6%)

・外側の円グラフは平成１４年

から令和4年度までの累計
（発生件数5865件）

・内側の円グラフは令和4年
  度の件数。（76件）

不当要求行為の内訳

刑事事件の総数

警察出動事案の内訳

（ ）内は平成１４年度から令和４

年度までの累計で令和４年度分

を含む

・外側の円グラフは平成１４年

度から令和４度までの累計

（発生件数６５３件）

・内側の円グラフは令和４年
度の件数（２８件）

不当要求行為内訳の推移

受検者

[年度]

強要

(時間外検査)
51
7.8%

受検代行業者

10件ユーザー本人

14件

整備工場

4件

不当要求行為

の内訳（％）

警察出動事

案の内訳

（％）

［件］

ⅣⅣ．．警警察察出出動動等等のの状状況況

注：「その他」は省略
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９.OBD 検査の概要

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology

OBD検査の概要

独立行政法人 自動車技術総合機構

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 1

１．OBD検査とは

２．OBD検査導入背景の紹介

３．OBD検査導入スケジュールの紹介

４．OBD検査システムの紹介

５．OBD検査の開始にあたり準備するもの

６．OBD検査対象の車両について

７．OBD検査の事前準備、業務の流れ

８．OBD検査の実施概要

９．OBD検査ポータルの紹介

目次
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Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 2

１．OBD検査とは

OBD検査とは、従来の自動車の検査では発見できなかった電子制御装置の故障に対応する電子的な検査です。現在
の自動車の検査では検出できない不具合をシステムを利用して検査することができます。

車両に搭載された電子制御装置の状態を監視して故障を記録するOBD（車載式故障診断装置）とスキャンツールを
接続することで、車両に記録されたDTC（故障コード）を読み取り合否判定を行います。

OBD検査の対象となる車両は、国産車は令和3年10月1日以降の新型車、輸入車は令和4年10月1日以降の新型車で
す。 ※ただし、大型特殊自動車、被牽引自動車、二輪自動車は除きます。

自動車の検査に電子制御装置の検査を導入するPoint

車載式故障診断装置（OBD）を活用した自動車検査手法

OBD検査車載式故障診断装置（OBD） 検査用スキャンツール

電子装置の状態を監視
し、故障を記録する。

OBDに記録された
DTC（故障コード）を
読み取る。

接続

対象車両
・国産車：令和3年10月1日以降の新型車（フルモデルチェンジ車）

・輸入車：令和4年10月1日以降の新型車（フルモデルチェンジ車）
※1 保安基準に規定があるものに限る。

①運転支援装置 ※1

アンチロックブレーキシステム（ABS）、横滑り防止装置
（ESC）、ブレーキアシスト、自動ブレーキ、車両接近通報

②自動運転機能 ※1

自動車線維持、自動駐車、自動車線変更など

③排ガス関係装置

検査用スキャンツールで読み取っ
たDTCに特定DTC（※2）が含まれる
場合、不適合と判定する。
※2  特定DTCとは、保安基準に不適合とな

る故障コードです。

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 3

２．OBD検査導入背景の紹介

近年、運転支援等の技術の進化・普及が急速に進展する中、自動ブレーキや自動車間距離制御（ACC）装置が搭載
された自動車が増えています。それに伴い、それらの電子装置の不具合による事故も発生しています。
これら運転支援等を制御する電子装置に誤作動が発生した場合、重大事故等につながるおそれがあることから、電
子装置に関する機能検査の必要性が高まっていますが、現在の自動車の検査では電子装置の機能確認には対応して
いません。

最近の自動車には、電子制御装置の状態を監視して、故障を記録するOBD（車載式故障診断装置）が搭載されてい
ます。OBDにスキャンツールを接続することで、OBDに記録されたDTC（故障コード）を確認することができま
す。

この技術を活用し、DTC（故障コード）確認による合否判定を行うOBD検査を自動車の検査に導入し、運転支援等
の技術に用いられる電子装置に対する機能確認を行うことになりました。
OBD検査の適用開始は令和6年10月以降です。

電子制御装置の誤動作による事故を防ぐ
ための機能確認としてOBD検査を導入

Point

自動ブレーキ
自動車間距離制御

（ACC）

電子装置の誤動作による
重大事故が発生するおそれ
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３．OBD検査導入スケジュールの紹介
OBD検査の導入スケジュールは以下のとおりです。

令和5年4月～ OBD検査システムへの登録開始

令和5年 令和6年 令和7年
4月 10月 4月 10月 4月 10月

指定工場
認証工場

OBD
検査業務

国産車

輸入車

プレ運用 本格運用

プレ運用 本格運用

登録

令和6年10月～ OBD検査本格運用

令和7年10月～ OBD検査本格運用

輸入車の場合

令和5年10月～ OBD検査プレ運用

国産車の場合

※プレ運用ではOBD検査の合否判定は必須ではありませんが、本格運用に向けて、この期間に操作習熟をお願いします。
本格運用開始以降では合否判定が必須となります。

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 5

４．OBD検査システムの紹介

OBD検査に関連する業務として、以下があります。

OBD検査システムは３つのシステム・アプリで構成されるPoint

OBD検査を実施する事業場や利用者の登録・管理（検査実施前に行う業務）
OBD検査の実施
OBD検査結果の確認

これらの業務は、OBD検査業務のために開発されたOBD検査システムを利用して行います。OBD検査システムは、
インターネットを経由してOBD検査用サーバーに接続して利用することができます。
OBD検査システムは、以下のシステムとアプリで構成されています。

OBD検査システムの利用申請や利用者を登録・管理するための
システムです。

車両がOBD検査の対象であるか確認を行い、車両と通信して
OBD検査の合否を判定するためのアプリケーションです。

OBD検査の結果を確認して出力したり、OBD検査の対象であるかどうかを
車両情報から確認するためのシステムです。

O
B
D
検
査
シ
ス
テ
ム

利用者管理システム

特定DTC照会アプリ

OBD検査結果参照システム

− 32−



Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 6

自動車製作者等から提出された技術情報や事業場で実施した過去のOBD検査結果は、セキュリティを担保したうえ
でOBD検査用サーバーで管理されます。事業場からはインターネットを経由してOBD検査用サーバーに接続し、
以下のシステムとアプリを利用してOBD検査を実施します。

事業場

インターネット

・システムを利用するための準備をする
・事業場の登録と管理をする
・利用者（工員または検査員）の登録と管理をする
・OBD検査の実績を確認する

・車両受付をする
・OBD検査が必要かどうかを確認する
・OBD検査を実施する
・OBD検査の結果を確認する

・車両がOBD検査対象かどうかを確認する
・OBD検査結果を確認する

利用者管理システム 特定DTC照会アプリ OBD検査結果参照システム

OBD検査用サーバー
・技術情報
・過去のOBD検査結果
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５．OBD検査の開始にあたり準備するもの

事前にインターネット環境や各種機器、クライアント証明書、特定DTC照会アプリの準備が必要Point

※検査用スキャンツールは、OBD検査に対応した機器を使用する必要があります。
対象機器の詳細については、日本自動車機械工具協会のホームページを参照のうえ各自ご準備ください。

通信環境および検査で使用するPCまたはタブレット、検査用スキャンツールなどの機器を準備する必要があります。
PCまたはタブレット、検査用スキャンツールには、クライアント証明書をインストールする必要があります。また、検査用ス
キャンツールには、特定DTC照会アプリをインストールする必要があります。OBD検査の導入スケジュールに合わせて、ご準備ください。

環境・機器の準備

インターネット環境 PC
検査用スキャンツール※

車検証読み取り用
手入力も可能なため、必要に応じて準備

二次元コードリーダ ICタグリーダ利用者管理システム／OBD検査
結果参照システムで必要なもの

特定DTC照会アプリで必要なもの

Windows 10以上

令和5年 令和6年 令和7年
4月 10月 4月 10月 4月 10月

指定工場／認証工場

OBD
検査業務

国産車

輸入車

プレ運用 本格運用

プレ運用 本格運用

登録

令和5年10月～

Windowsがインストール
されたPCまたはタブレットVCI

インターネット
環境

※1：1台の端末で特定DTC照会アプリ／利用者管理システム／OBD検査結果参照システムを使用することもできます。

※1

※1

令和5年4月～
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６．OBD検査対象の車両について
以下の車両がOBD検査の対象になります（ただし、大型特殊自動車、被牽引自動車、二輪自動車を除く）。

国産車：令和3年10月1日以降の新型車（フルモデルチェンジ車）
輸入車：令和4年10月1日以降の新型車（フルモデルチェンジ車）

OBD検査対象車の車検証および電子車検証の備考欄には、「OBD検査対象車」（電子車検証の場合は「OBD検査
対象」）などの記載があります。ただし、OBD検査の対象と記載がある車両でも、OBD検査が不要となる場合が
あります。
※OBD検査の要否は、特定DTC照会アプリやOBD検査結果参照システムで確認することができます。

車検証 電子車検証

OBD検査対象車かどうかを
車検証や電子車検証で確認

Point

OBD検査対象
備考
OBD検査対象OBD検査対象車

備考
OBD検査対象車

以下の場合、OBD検査対象車であってもOBD検査不要と判定されます。
• 検査日が令和6年9月30日以前（輸入車は令和7年9月30日以前）である
• 検査日が型式指定年月日から２年を経過していない
• 検査日が初度登録年月または初度検査年月の前月の末日から起算して

10ヶ月を経過していない
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７．OBD検査の事前準備、業務の流れ

OBD検査の事前準備は、利用者管理システムを利用して行います。

OBD検査の事前準備の流れ

OBD検査は、特定DTC照会アプリを利用して行います。

普段の業務（OBD検査）の流れ

申請結果が
メールで
後日届く 検査用スキャン

ツール（端末）

事業場
登録

クライアント
証明書

インストール

ログイン/
利用者
登録

アプリ
ダウンロード

アプリ
インストール

車両入庫

特定DTC
照会アプリ

起動

車両受付 検査要否
確認

検査実施 検査結果
確認

車両情報を
入力

OBD検査が
必要か確認

インターネット
経由で自動検査

検査終了

帳票印刷

OBD検査の事前準備⇒OBD検査の実施Point

検査結果
確認

OBD検査結果参照システムを利用して、OBD検査結果を確認します。
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７．OBD検査の実施概要

DTC（故障コード）を
OBD検査用サーバーに
送る。

検査結果（合否）
が送られる。

車両 検査用スキャンツール

ECUから検査用スキャンツールを
経由してDTC（故障コード）を読
み取る。

OBD検査用サーバー

検査用スキャンツールで読み
取ったDTC（故障コード）をも
とに、合否を自動判定する。

自動車に検査用スキャ
ンツールを接続する。

検査員が特定DTC照会アプリで検査結果を確認する。

OBD検査は、車両に検査用スキャンツールを接続し、特定DTC照会アプリを利用して行います。車両から読み出し
たDTC（故障コード）を特定DTC照会アプリからOBD検査用サーバーに送り、OBD検査用サーバーが合否を自動
判定します。その後、検査結果を特定DTC照会アプリで確認します。

特定DTC照会アプリを
インストールした端末

VCI

DTC（故障コード）を読み取り、
サーバーで判定した結果を確認する

Point

特定DTC照会アプリ
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８．ポータルの紹介

OBD検査に関する情報発信、学習支援メニューとして、「OBD検査ポータル」を設置しています。
OBD検査ポータルでは、OBD検査システムへのログイン、マニュアルの確認、動画による自主学習、お知らせの
確認、チャットボットでの問い合わせができます。また、検査用スキャンツールに関する情報が掲載されています
ので、検査用スキャンツールに関するお問い合わせがあった際も情報を確認することができます。

OBD検査システムへのログインやOBD検査に関する情報の閲覧ができるPoint

https://www.obd.naltec.go.jp

動画による自主学習OBD検査システムへ
ログイン

お知らせ確認

チャットボットによる
問い合わせ

OBD検査で使用する機器の紹介
（日本自動車機械工具協会HP：

https://www.jasea.org）

マニュアルの確認

OBD検査ポータル
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お問い合わせ先

本システムについてのお問い合わせ先は以下になります。

電話番号：0570-022-574
対応時間：月曜日～金曜日（祝日および12月29日から1月3日を除く）9時00分～17時00分

お問い合わせ先：OBD検査コールセンター
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２．検査コースにおけるOBD検査の流れ

OBD検査の基準適合性審査は、検査担当者が次の手順により実施します。

① 検査コースの入口において自動車検査証等の二次元コードを読み取り、
OBD検査が必要かどうかを、検査用端末からOBD検査用サーバに照会し
ます。

② OBD検査対象車のデータリンクコネクタに検査用スキャンツールを接続
して、車載式故障診断装置に記録されている情報を読み出し、検査用端
末からOBD検査用サーバに照会します。

③ OBD検査用サーバが分析及び照合した結果の応答を待ち、基準適合性の
判定結果を検査用端末で確認します。

指定工場と同様に自動で判定Point

OBD検査は 検査コースの入口において実施します。

注１：データリンクコネクタへの検査用スキャンツールの接続／取り外しは、原
則として検査担当者が実施します。

注２：検査担当者の指示により、原動機の始動（電気自動車やハイブリッド車等
は、READY等の走行可能状態）と、停止の操作をお願いします。

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology

プレ運用へのご協力のお願い

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 14

１．OBD検査のプレ運用

２．検査コースにおけるOBD検査の流れ

３．受検者の皆様へのお知らせとお願い

【参考】
・OBD検査対象車・対象装置の詳細について

・OBD検査の基準について

目次
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プレ運用へのご協力のお願い
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１．OBD検査のプレ運用

令和6年10月から始まるOBD検査の円滑な導入のため、令和5年10月からOBD検査のプレ運用を
開始します。

「本運用に向けてOBD検査の練習を重ねて慣れていただくための期間」という位置づけですので、
今後の車検業務の流れがどのようになるかイメージをつかんでいただけると幸いです。

このうち、検査コースにおけるOBD検査のプレ運用について、次のページから説明します。

令和5年10月から開始Point

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 14

１．OBD検査のプレ運用

２．検査コースにおけるOBD検査の流れ

３．受検者の皆様へのお知らせとお願い

【参考】
・OBD検査対象車・対象装置の詳細について

・OBD検査の基準について

目次
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３．受検者の皆様へのお知らせとお願い

■プレ運用期間中に受検するOBD検査対象車については、可能な限りOBD検査の実施にご協力いただ
きたく、検査担当者からお声がけさせていただきます。

所要時間は、自動車からの応答状況やECUの搭載数等によって異なりますが、合計１分程度を想定し
ています。

検査担当者による検査用スキャンツールの接続／取り外しも含め、本運用後と同じように、実際に
OBD検査を実施する環境で行いますので、手順や時間がどうなるかのイメージをご理解いただけると
思います。なお、OBD検査結果は口頭でお伝えします。

■プレ運用期間中に新規検査又は予備検査を受検する新車については、可能な限り、検査担当者による
データリンクコネクタ位置及び構造並びに検査用スキャンツールを接続する直前までの手順の確認作
業にご協力いただきたく、検査担当者からお声がけさせていただきます。

■プレ運用期間中に継続検査を受検するOBD検査対象車以外の自動車については、排出ガス関係装置に
限り、OBD検査ができるようにしています。OBD検査を希望する場合には、検査担当者に申し出て
ください。なお、OBD検査結果は口頭でお伝えします。

※ただし、平成19年以前に製作された自動車など、一部の自動車については検査不可となる場合があ
ります。ご了承ください。

注１：プレ運用期間中に実施するOBD検査の結果は、車検の合否には影響しません。
なお、本運用後に保安基準不適合となってしまう箇所があった場合には、適切な点検・整備の実施をお願いします。

注２：OBD検査を実施してもしなくても検査費用は変わりません。

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 18

■OBD検査の実施にご協力いただける場合は、 運転席下部などにあるデータリンクコネクタには何も
取り付けられておらず、検査用スキャンツールを接続できる状態で受検してください。

また、必要に応じ、データリンクコネクタ附近のカバー類の取外しにご協力ください。

［自動車特定整備事業者さま］

■検査コースでの受検前に、検査用スキャンツールを用いて車載式故障診断装置に記録されている情報
を読み出し、当機構が開発・管理している「特定DTC照会アプリ」を経由して「OBD検査用サーバ」
に照会した自動車について、きちんと通信されているかを知りたい場合には、検査担当者に申し出て
ください。

データリンクコネクタ

注：本運用開始後、自動車特定整備事業者の皆様が特定DTC照会アプリを用いてOBD確認を行い、

保安基準に不適合がないことが確認された車両については、確認後５日以内であれば、

原則として車検場でのOBD検査を省略することとなります。（ただし、一定の割合で省略不可となります。）

− 37−



Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 19

【参考】OBD検査対象車・対象装置の詳細について

■OBD検査対象車とは

自動車検査証等の備考欄にOBD検査の対象である旨の記載があります。

型式指定日が令和３年10月１日(輸入自動車は令和４年10月１日)以降のフルモデルチェンジ車等が
OBD検査対象車となります。

ただし、型式指定自動車又は多仕様自動車以外の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊
自動車は対象外となります。

■OBD検査対象装置とは

①かじ取装置(UN R79の高度運転者支援ステアリングシステムに係る部分に限る。)

②走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置(ABS)

③走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑りを有効に防止することができる装置(ESC)

④走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り又は転覆を有効に防止することができる装置(EVSC)

⑤緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置(BAS)

⑥衝突被害軽減制動制御装置(AEBS)

⑦排出ガス発散防止装置

⑧電力により作動する原動機を有する自動車に備える車両接近通報装置(AVAS)

⑨自動運行装置

※フルモデルチェンジ車等：ニューモデルやフルモデルチェンジがこれに含まれ、派生車や兄弟車は基本的には含まれません。
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【参考】OBD検査の基準について

■OBD検査対象装置の車載式故障診断装置に記録されている情報を読み出した結果、事例欄に該当する
場合は、保安基準不適合となります。（プレ運用期間中の結果は、車検の合否には影響しません。）

装装置置のの種種類類 事事例例

排出ガス関係装置
（排出ガス発散防止装置）

・OBD検査対象装置の車載式故障診断装置が正常に機能するために十
分な電圧が確保されていないもの

・警告灯を点灯させるための信号（MIL信号）が出力されているもの
・１つもレディネスコード（故障診断の前提条件が成立していること
を示すコード）が記録されていないもの

・当該装置に係る特定DTC（OBD検査対象装置が細目告示第一節に規
定する基準に適合しなくなると識別できるコード）が１つ以上記録
されているもの

・上記項目に該当するかどうかの判定に必要な情報がOBD検査対象装
置の車載式故障診断装置から読み出せないもの

安全関係装置
（排出ガス発散防止装置以外の装置） ・当該装置に係る特定DTCが１つ以上記録されているもの
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１ ２
自動車検査場

�

Windows対応

ＯＢＤ検査の準備が必要です。

車の安全と未来のために車の安全と未来のために

早めに準備をしてプレ運用期間にＯＢＤ
検査の練習をしてください。

指定工場のみなさま

車の安全と未来のために

ＯＢＤ検査プレ運用とは
ＯＢＤ検査開始前の練習期間です。
検査の合否には影響しません。

車検証の備考欄に
「ＯＢＤ検査対象」と記載があります。

義務ではありませんが
指定工場と同じ準備をすれば
次のメリットがあります。

▶▶▶３つの準備が必要です
ＯＢＤ検査システムへの
事業場・利用者登録をすること

特定ＤＴＣ照会アプリを
インストールすること
システム登録、アプリインストールの方法はこちら ▶

検査用スキャンツールを
備えること
検査用スキャンツールの情報はこちら ▶　

プレ運用
令和 � 年 �� 月 ～

ＯＢＤ検査開始
令和 � 年 �� 月 ～

プレ運用
令和 � 年 �� 月 ～

ＯＢＤ検査開始
令和 � 年 �� 月 ～

※ 輸入車は 令和 � 年 �� 月 ～ 

（一社）
日本自動車
機械工具協会

！

検査場で検査職員が
ＯＢＤ検査を実施します。

持込検査時の検査場でのプレ運用に
ご協力をお願いします。！

『OBD 確認』をすることができます。
受検前に判定結果を確認できます。

検査場でのＯＢＤ検査が
原則、省略されます。

ＯＢＤ検査が必要な車は

※令和 � 年 �� 月（輸入車は令和 � 年 �� 月）以降の
　ニューモデルから対象、それ以外は対象外

OBD 確認
をすれば‥

認証工場のみなさま
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10. 軽自動車の車検証電子化について
１
．
自
動
車
検
査
証
の
電
子
化
に
つ
い
て

○
登
録
車
に
お
い
て
令
和
５
年
１
月
に
先
行
し
て
導
入
さ
れ
た
自
動
車
検
査
証
の
電
子
化
に
つ
い
て
、
軽
自
動
車
に
お
い
て
は
、
令
和
６
年
１
月
か
ら
交
付

を
開
始
し
ま
す
。

○
自
動
車
検
査
証
電
子
化
後
の
自
動
車
検
査
証
（
電
子
車
検
証
）
の
券
面
に
は
、
継
続
検
査
、
一
部
の
変
更
記
録
申
請
等
に
よ
り
電
子
車
検
証
の
券
面
記

載
事
項
の
変
更
を
伴
わ
な
い
基
礎
的
情
報
を
券
面
に
記
載
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

○
電
子
車
検
証
券
面
に
記
載
が
な
く
、
IC
タ
グ
の
み
に
格
納
さ
れ
る
情
報
に
あ
っ
て
は
、
新
た
な
電
子
車
検
証
を
発
行
す
る
こ
と
な
く
、
IC
タ
グ
内
の
情
報
の

書
換
え
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

・
券
面
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
事
務
所
等
に
お
い
て
電
子
車
検
証
の
交
付
（
発
行
）
が
必
要
。

・
記
録
等
事
務
代
行
制
度
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
代
行
者
に
よ
る
IC
タ
グ
内
の
情
報
の
書
換
え
の
み
の
場
合
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
事
務
所
等
へ
の
出
頭
は
不
要
と
な
り
ま
す
。

みみ
ほほ

んん

自
動
車
検
査
証
電
子
化
前前

（
サ
イ
ズ
：
A4
）

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
コ
ー
ド

自
動
車
検
査
証
電
子
化
後後

（
サ
イ
ズ
：A

6+
IC
タ
グ
部
分
（

10
5×

17
7.

8m
m

 ）
）

1

みみ
ほほ

んん

電
子
車
検
証
の
券
面
に
掲
載
さ
れ
な
い
事
項

〇
所

有
者

の
氏

名
・住

所
〇

使
用

者
の

住
所

、使
用

の
本

拠
の

位
置

〇
有

効
期

間
の

満
了

す
る

日
〇

備
考

欄
の

一
部

（
牽

引
車

情
報

な
ど）

等
⇒

IC
タグ

に
記

録
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2

２
．
自
動
車
検
査
証
の
サ
イ
ズ
に
つ
い
て

自
動
車
検
査
証
電
子
化
前前

（
サ
イ
ズ
：
A4
）

○
A
4
サ
イ
ズ
で
あ
っ
た
紙
の
車
検
証
か
ら
、
電
子
車
検
証
で
は
A
6
サ
イ
ズ
相
当
の
厚
紙
に
IC
タ
グ
を
貼
付
し
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
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11.申請書の「整備工場コード」欄に認証番号の記載について

認証の一連番号：自動車分解整備事業の認証を受けた事業
場に付される認証番号中の通し番号

指指定定工工場場のの方方がが持持込込みみ車車検検をを受受けけたた場場合合はは指指
定定番番号号ででななくく、、認認証証番番号号をを記記載載ししててくくだだささいい。。

（（注注１１））
対対象象手手続続きき
①①新新規規検検査査（（中中古古））
②②予予備備検検査査（（中中古古））
③③継継続続検検査査

－－

運運輸輸支支局局ココーードド 認認証証番番号号

持持ちち込込みみにによよりり継継続続検検査査をを受受けけるる認認証証工工場場のの皆皆様様へへ持持ちち込込みみにによよりり継継続続検検査査をを受受けけるる認認証証工工場場のの皆皆様様へへ

実実際際にに受受検検ししたた認認証証工工場場のの認認証証番番号号をを記記載載しし
ててくくだだささいい。。

（（注注２２））

平平成成3300年年44月月よよりり、、自自動動車車（（予予備備））検検査査証証にに認認証証番番号号がが記記載載さされれまますすののでで、、申申請請書書のの「「整整
備備工工場場ココーードド」」欄欄にに認認証証番番号号のの記記載載ををおお願願いいししまますす。。
ままたた、、平平成成3300年年66月月かかららはは認認証証番番号号のの記記載載がが必必須須ととななりりまますす。。

※指定工場で車検を実施した場合は、従来どおり「指定番号」での記載になります。

対対象象手手続続きき
①①新新規規検検査査（（中中古古））
②②予予備備検検査査（（中中古古））
③③継継続続検検査査

認証の一連番号：自動車分解整備事業の認証を受けた事業
場に付される認証番号中の通し番号

指指定定工工場場のの方方がが持持込込みみ車車検検をを受受けけたた場場合合はは指指
定定番番号号ででななくく、、認認証証番番号号をを記記載載ししててくくだだささいい。。

（（注注２２））

－－

運運輸輸支支局局ココーードド 認認証証番番号号

持持ちち込込みみにによよりり新新規規・・予予備備検検査査をを受受けけるる認認証証工工場場のの皆皆様様へへ持持ちち込込みみにによよりり新新規規・・予予備備検検査査をを受受けけるる認認証証工工場場のの皆皆様様へへ

（（注注１１）） 実実際際にに受受検検ししたた認認証証工工場場のの認認証証番番号号をを記記載載しし
ててくくだだささいい。。

平平成成3300年年44月月よよりり、、自自動動車車（（予予備備））検検査査証証にに認認証証番番号号がが記記載載さされれまますすののでで、、申申請請書書のの「「整整
備備工工場場ココーードド」」欄欄にに認認証証番番号号のの記記載載ををおお願願いいししまますす。。
ままたた、、平平成成3300年年66月月かかららはは認認証証番番号号のの記記載載がが必必須須ととななりりまますす。。

※指定工場で車検を実施した場合は、従来どおり「指定番号」での記載になります。

認証の一連番号：自動車分解整備事業の認証を受けた事業
場に付される認証番号中の通し番号

指指定定工工場場のの方方がが持持込込みみ車車検検をを受受けけたた場場合合はは指指
定定番番号号ででななくく、、認認証証番番号号をを記記載載ししててくくだだささいい。。

（（注注１１））
対対象象手手続続きき
①①新新規規検検査査（（中中古古））
②②予予備備検検査査（（中中古古））
③③継継続続検検査査

－－

運運輸輸支支局局ココーードド 認認証証番番号号

持持ちち込込みみにによよりり継継続続検検査査をを受受けけるる認認証証工工場場のの皆皆様様へへ持持ちち込込みみにによよりり継継続続検検査査をを受受けけるる認認証証工工場場のの皆皆様様へへ

実実際際にに受受検検ししたた認認証証工工場場のの認認証証番番号号をを記記載載しし
ててくくだだささいい。。

（（注注２２））

平平成成3300年年44月月よよりり、、自自動動車車（（予予備備））検検査査証証にに認認証証番番号号がが記記載載さされれまますすののでで、、申申請請書書のの「「整整
備備工工場場ココーードド」」欄欄にに認認証証番番号号のの記記載載ををおお願願いいししまますす。。
ままたた、、平平成成3300年年66月月かかららはは認認証証番番号号のの記記載載がが必必須須ととななりりまますす。。

※指定工場で車検を実施した場合は、従来どおり「指定番号」での記載になります。

対対象象手手続続きき
①①新新規規検検査査（（中中古古））
②②予予備備検検査査（（中中古古））
③③継継続続検検査査

認証の一連番号：自動車分解整備事業の認証を受けた事業
場に付される認証番号中の通し番号

指指定定工工場場のの方方がが持持込込みみ車車検検をを受受けけたた場場合合はは指指
定定番番号号ででななくく、、認認証証番番号号をを記記載載ししててくくだだささいい。。

（（注注２２））

－－

運運輸輸支支局局ココーードド 認認証証番番号号

持持ちち込込みみにによよりり新新規規・・予予備備検検査査をを受受けけるる認認証証工工場場のの皆皆様様へへ持持ちち込込みみにによよりり新新規規・・予予備備検検査査をを受受けけるる認認証証工工場場のの皆皆様様へへ

（（注注１１）） 実実際際にに受受検検ししたた認認証証工工場場のの認認証証番番号号をを記記載載しし
ててくくだだささいい。。

平平成成3300年年44月月よよりり、、自自動動車車（（予予備備））検検査査証証にに認認証証番番号号がが記記載載さされれまますすののでで、、申申請請書書のの「「整整
備備工工場場ココーードド」」欄欄にに認認証証番番号号のの記記載載ををおお願願いいししまますす。。
ままたた、、平平成成3300年年66月月かかららはは認認証証番番号号のの記記載載がが必必須須ととななりりまますす。。

※指定工場で車検を実施した場合は、従来どおり「指定番号」での記載になります。
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12. 重量税照会サービスについて
登
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土土砂砂等等をを運運搬搬すするる大大型型自自動動車車のの番番号号表表示示ににつついいてて  

  

○○  土土砂砂等等をを運運搬搬すするる大大型型自自動動車車をを使使用用すするる者者はは、、「「土土砂砂等等をを運運搬搬すするる大大型型自自動動車車

にによよるる交交通通事事故故のの防防止止等等にに関関すするる特特別別措措置置法法施施行行規規則則」」第第六六条条にによよりり、、表表示示番番号号はは

以以下下ののよよううにに表表示示ししななけけれればばななりりまませせんん。。  

 

 

（表示番号の表示） 

第六条 

表示番号は、次に掲げる文字及び記号をその順序により組み合わせて定めるもの

とし、別表第一の例により、荷台の両両側側面面及及びび後後面面にに表表示示しなければならない。 

 

 

一 大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局（使用の本

拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあっては、当該自

動車検査登録事務所）を表示する文字（別表第二） 

 

二 経営する事業の種類を表示する文字及び記号（別表第三） 

 

三 五けた以下のアラビア数字 

 

 
別別表表第第一一 

 
 

東北運輸局秋田運輸支局 輸送・監査部門 

13. 土砂等を運搬する大型自動車の番号表示について
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。
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。
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• 
電電
子子
制制
御御
装装
置置
整整
備備
をを
外外
注注
しし
たた
場場
合合
やや
離離
れれ
たた
作作
業業
場場
でで
特特
定定
整整
備備
をを
実実
施施
しし
たた
場場
合合
のの
特特
定定
整整
備備
記記
録録
簿簿
のの
記記
載載
例例
をを
示示
しし
まま
すす
。。

  

• 
特特
定定
整整
備備
記記
録録
簿簿
のの
作作
成成
責責
任任
にに
つつ
いい
てて
はは
、、
電電
子子
制制
御御
装装
置置
整整
備備
のの
整整
備備
主主
任任
者者
等等
資資
格格
取取
得得
講講
習習
テテ
キキ
スス
トト
をを
ごご
確確
認認
くく
だだ
ささ
いい
。。

  

構
内
外
注
の
旨
を
記
載

 

14. 特定整備記録簿の記載例

○
 
レ
ー
ダ
ー
交
換
を
外
注
元
、
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
を
外
注
先
で
実
施
し
た
場
合

 

 

 

 

 

外外
注注
元元

  

注
 
○×
レ
ー
ダ
ー

 
○Ａ
エ
ー
ミ
ン
グ
（外
） 

注
 

外外
注注
先先

  

注
 
○Ａ

 
エ
ー
ミ
ン
グ

 
注
 

外
注
し
た
旨
を
記
載

 

○
 
レ
ー
ダ
ー
交
換
を
外
注
元
、
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
を
外
注
先
で
実
施
し
た
場
合

 

 

 

 

 

外外
注注
元元

  

注
 
○×
レ
ー
ダ
ー

 
○Ａ
エ
ー
ミ
ン
グ
（外
） 

注
 

外外
注注
先先

  

注
 
○Ａ

 
エ
ー
ミ
ン
グ

 
注
 

外
注
し
た
旨
を
記
載
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○
 
レ
ー
ダ
ー
交
換
を
外
注
元
、
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
を
外
注
先
で
実
施
し
た
場
合

 

 

 

 

 

外外
注注
元元

  

注
 
○×
レ
ー
ダ
ー

 
○Ａ
エ
ー
ミ
ン
グ
（外
） 

注
 

外外
注注
先先

  

注
 
○Ａ

 
エ
ー
ミ
ン
グ

 
注
 

外
注
し
た
旨
を
記
載

 

○
 
レ
ー
ダ
ー
交
換
を
外
注
元
、
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
を
外
注
先
で
実
施
し
た
場
合

 

 

 

 

 

外外
注注
元元

  

注
 
○×
レ
ー
ダ
ー

 
○Ａ
エ
ー
ミ
ン
グ
（外
） 

注
 

外外
注注
先先

  

注
 
○Ａ

 
エ
ー
ミ
ン
グ

 
注
 

外
注
し
た
旨
を
記
載
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○
 
電
子
制
御
装
置
整
備
の
全
部
を
他
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
に
外
注
し
た
場
合

 

※
外
注
元
の
特
定
整
備
事
業
者
は
、
特
定
整
備
記
録
簿
に
記
載
し
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

   
 

○
 
事
業
場
内
に
限
り
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場
以
外
の
場
所
に
お
い
て
電
子
制
御
装
置
整
備
作
業
を
実
施
し
た
場
合

 

①
 
入
庫
し
た
車
両
に
つ
い
て
は
、
自
社
の
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場
で
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
を
行
え
な
い
こ
と
か
ら
、
電
子
制
御
装
置
整
備
作
業
場
の
屋
上
で

エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
を
行
っ
た
場
合
 

 

 

②
 
離
れ
た
作
業
場
（
○
○
板
金
工
場
）
で
バ
ン
パ
交
換
を
行
っ
た
場
合

 

 

 

注
 
○Ａ

 
エ
ー
ミ
ン
グ
（
電

子
制
御
装
置
整
備
作

業
場
の
屋
上
、
晴
れ
、

電
子
制
御
装
置
整
備

作
業
場
の
寸
法
を
超

過
）
 

注
 

注
 
○×

 
バ
ン
パ
（
○
○
板
金

 
工
場
） 

注
 

天
候
及
び
エ
ー
ミ
ン
グ

 
作
業
を
電
子

制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場
以
外
の

場
所
で
行
っ
た
理
由
を
記
載

 

○
 
電
子
制
御
装
置
整
備
の
全
部
を
他
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
に
外
注
し
た
場
合

 

※
外
注
元
の
特
定
整
備
事
業
者
は
、
特
定
整
備
記
録
簿
に
記
載
し
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

   
 

○
 
事
業
場
内
に
限
り
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場
以
外
の
場
所
に
お
い
て
電
子
制
御
装
置
整
備
作
業
を
実
施
し
た
場
合

 

①
 
入
庫
し
た
車
両
に
つ
い
て
は
、
自
社
の
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場
で
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
を
行
え
な
い
こ
と
か
ら
、
電
子
制
御
装
置
整
備
作
業
場
の
屋
上
で

エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
を
行
っ
た
場
合
 

 

 

②
 
離
れ
た
作
業
場
（
○
○
板
金
工
場
）
で
バ
ン
パ
交
換
を
行
っ
た
場
合

 

 

 

注
 
○Ａ

 
エ
ー
ミ
ン
グ
（
電

子
制
御
装
置
整
備
作

業
場
の
屋
上
、
晴
れ
、

電
子
制
御
装
置
整
備

作
業
場
の
寸
法
を
超

過
）
 

注
 

注
 
○×

 
バ
ン
パ
（
○
○
板
金

 
工
場
） 

注
 

天
候
及
び
エ
ー
ミ
ン
グ

 
作
業
を
電
子

制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場
以
外
の

場
所
で
行
っ
た
理
由
を
記
載
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15. 特定整備認証の計画的な申請について
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16. 大型車の車輪脱落事故防止
掲
載
事
項

①
令
和
４
年
度
東
北
管
内
車
輪
脱
落

事
故
発
生
状
況
（
速
報
値
）

②
大
型
車
を
取
り
扱
う
指
定
工
場
の

監
査
時
に
よ
る
実
態
調
査
結
果

③
大
型
車
の
適
切
な
タ
イ
ヤ
脱
着
・

保
守
管
理
作
業
解
説
動
画

M
in

is
tr

y 
of

 L
an

d,
 In

fr
as

tru
ct

ur
e,

 T
ra

ns
po

rt 
an

d 
To

ur
is

m大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
防
止
に
つ
い
て

令
和
５
年
９
月

東
北
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
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①
令
和
４
年
度
東
北
管
内
車
輪
脱
落
事
故
発
生
状
況
（
速
報
値
）

トト
ララ
ッッ
クク
５５
３３
件件

ババ
スス
１１
件件

業業
態態
別別
（（
大大
型型
ババ
スス
・・
大大
型型
トト
ララ
ッッ
クク
）） n=
54

事事
業業
用用
４４
１１
件件

自自
家家
用用

１１
３３
件件

事事
業業
用用
・・
自自
家家
用用
別別

n=
54

27

12

5

0
1

2

7

051015202530

～
１
月

～
２
月

～
３
月

～
４
月

～
５
月

６
月
～

不
明

車
輪
脱
着
作
業
か
ら
事
故
発
生
ま
で
の
期
間
別
件
数

n=
54

出
典
：
自
動
車
事
故
報
告
規
則
に
基
づ
く
報
告
及
び
自
動
車
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
報
告

•
ババ
スス
でで
もも
１１
件件
発発
生生
しし
てて
いい
るる
がが
、、

ほほ
ぼぼ
トト
ララ
ッッ
クク
がが
脱脱
落落
しし
てて
いい
るる

•
前前
年年
度度
かか
らら
事事
業業
用用
がが
９９
件件
増増
加加

•
５５
４４
件件
のの
うう
ちち
、、
車車
輪輪
脱脱
着着
作作
業業
後後
１１
ヶヶ
月月
以以
内内

にに
発発
生生
しし
たた
もも
のの
がが
２２
７７
件件
（（
５５
００
％％
））

①
令
和
４
年
度
東
北
管
内
車
輪
脱
落
事
故
発
生
状
況
（
速
報
値
）

※
車
両
総
重
量
８
ト
ン
以
上
の
自
動
車
又
は
乗
車
定
員
３
０
人
以
上
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
車
輪
を
取
り
付
け
る
ホ
イ
ー
ル
・
ボ
ル
ト
の
折
損

又
は
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
の
脱
落
に
よ
り
車
輪
が
自
動
車
か
ら
脱
落
し
た
事
故

出
典
：
自
動
車
事
故
報
告
規
則
に
基
づ
く
報
告
及
び
自
動
車
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
報
告

6

1
3

4
6

1
1

051015

H
30

R1
R2

R3
R4

青
森

発
生
件
数

う
ち
人
身
事
故

6

11

6
9

5

051015

H
30

R1
R2

R3
R4

宮
城

発
生
件
数

う
ち
人
身
事
故

5
7

5
8

11

1

051015

H
30

R1
R2

R3
R4

秋
田

発
生
件
数

う
ち
人
身
事
故

3

14

9
9

14

051015

H
30

R1
R2

R3
R4

山
形

発
生
件
数

う
ち
人
身
事
故

3
4

5
3

6

051015

H
30

R1
R2

R3
R4

福
島

発
生
件
数

う
ち
人
身
事
故

3

11

15

12
12

051015

H
30

R1
R2

R3
R4

岩
手

発
生
件
数

う
ち
人
身
事
故

81

11
2

13
1

12
3

14
0

3
4

0
5

1

26
48

43
45

54

0
1

0
1

1
05010
0

15
0

H
30

R1
R2

R3
R4

大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
* 発
生
件
数
の
推
移

全
国

う
ち
人
身
事
故
（
全
国
）

東
北

う
ち
人
身
事
故
（
東
北
）

•
事事
故故
件件
数数
はは
、、
対対
前前
年年
度度

全全
国国
でで
１１
７７
件件
、、
東東
北北
でで
９９

件件
増増
加加

•
事事
故故
件件
数数
はは
、、
全全
国国
及及
びび

東東
北北
いい
ずず
れれ
もも
過過
去去
最最
多多

とと
なな
っっ
たた

•
人人
身身
事事
故故
にに
つつ
いい
てて
もも
１１

件件
発発
生生
しし
てて
いい
るる
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①
令
和
４
年
度
東
北
管
内
車
輪
脱
落
事
故
発
生
状
況
（
速
報
値
）

出
典
：
自
動
車
事
故
報
告
規
則
に
基
づ
く
報
告
及
び
自
動
車
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
報
告

•
大大
型型
車車
ユユ
ーー
ザザ
ーー
のの
交交
換換
にに
よよ
るる
もも
のの
がが
半半

数数
以以
上上
をを
占占
めめ
るる
傾傾
向向
でで
前前
年年
度度
とと
同同
比比

•
タタ
イイ
ヤヤ
交交
換換
、、
タタ
イイ
ヤヤ
ロロ
ーー
テテ
ーー
シシ
ョョ
ンン

がが
大大
半半
をを
占占
めめ
るる

●
タ
イ
ヤ
交
換

・
通
常
タ
イ
ヤ
か
ら
冬
用
タ
イ
ヤ
へ
の
交
換

・
冬
用
タ
イ
ヤ
か
ら
通
常
タ
イ
ヤ
へ
の
交
換

・
パ
ン
ク
や
摩
耗
し
た
タ
イ
ヤ
の
交
換

な
ど

●
タ
イ
ヤ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

・
タ
イ
ヤ
の
摩
耗
が
偏
る
事
を
防
止
す
る
た
め
、

前
後
・
左
右
の
タ
イ
ヤ
を
入
れ
替
え
る

大
型
車
ユ
ー
ザ
ー

３
１
件

５
７
％

タ
イ
ヤ
業
者

９
件

１
７
％

整
備
工
場

８
件

１
５
%不
明

６
件

１
１
％

タ
イ
ヤ
脱
着
作
業
実
施
者
別

n=
54

タ
イ
ヤ
交
換

３
３
件

６
１
％

タ
イ
ヤ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

７
件

１
３
%

定
期
点
検

８
件

１
５
％

不
明

６
件

１
１
％タ
イ
ヤ
脱
着
作
業
内
容
別

n=
54

①
令
和
４
年
度
東
北
管
内
車
輪
脱
落
事
故
発
生
状
況
（
速
報
値
）

2
3

2
2

3
2

1
2

18

12

6

1

05101520

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

発
生
月
別
車
輪
脱
落
事
故
発
生
状
況

n=
54

0

3

0
0

1
1

1
1

16

6

1
0

0
05101520

3月
4月

5月
6月

7月
8月

9月
10
月

11
月

12
月

1月
2月

3月

月
別
タ
イ
ヤ
交
換
実
施
件
数

（
タ
イ
ヤ
交
換
後
３
ヶ
月
以
内
に
車
輪
脱
落
し
た
も
の
）

n=
30

出
典
：
自
動
車
事
故
報
告
規
則
に
基
づ
く
報
告
及
び
自
動
車
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
報
告

•
５５
４４
件件
のの
うう
ちち
、、
１１
２２
月月
かか
らら
２２
月月
にに
３３
６６
件件
（（
６６
６６
．．
６６
％％
））
発発
生生

しし
てて
おお
りり
、、
対対
前前
年年
度度
５５
件件
増増

•
タタ
イイ
ヤヤ
交交
換換
作作
業業
がが
集集
中中
すす
るる
１１
１１
月月
かか
らら
１１
２２
月月
にに

実実
施施
しし
たた
車車
両両
のの
件件
数数
がが
２２
２２
件件
（（
４４
００
．．
７７
％％
））

•
交交
換換
作作
業業
ピピ
ーー
クク
のの
１１
１１
月月
にに
集集
中中
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①
令
和
４
年
度
東
北
管
内
車
輪
脱
落
事
故
発
生
状
況
（
速
報
値
）

右
前
輪

１
件

左
後
輪

３
８
件

不
明

１
５
件

車
輪
脱
落
箇
所

n=
54

出
典
：
自
動
車
事
故
報
告
規
則
に
基
づ
く
報
告
及
び
自
動
車
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
報
告

「「
増増
しし
締締
めめ
有有
りり
」」
２２
５５
件件
にに
つつ
いい
てて
、、
脱脱
落落
のの
主主
なな
推推
測測

要要
因因

•
ホホ
イイ
ーー
ルル
・・
ボボ
ルル
トト
等等
のの
劣劣
化化
・・
摩摩
耗耗

•
ホホ
イイ
ーー
ルル
・・
ボボ
ルル
トト
、、
ナナ
ッッ
トト
等等
のの
ネネ
ジジ
部部
、、
ハハ
ブブ
面面
のの

錆錆
・・
汚汚
れれ

•
「「
増増
しし
締締
めめ
有有
りり
」」
２２
５５
件件
はは
、、
大大
半半
がが
大大
型型
車車
ユユ
ーー
ザザ

ーー
自自
らら
車車
輪輪
脱脱
着着
作作
業業
をを
実実
施施
しし
、、
増増
しし
締締
めめ
もも
実実
施施

しし
てて
いい
るる
がが
、、
１１
ヶヶ
月月
以以
内内
にに
脱脱
落落
事事
故故
がが
１１
２２
件件
発発

生生
しし
てて
いい
るる
。。

•
車車
齢齢
８８
年年
以以
上上
経経
過過
しし
てて
いい
るる
車車
両両
がが
１１
５５
件件
とと
大大
半半

をを
占占
めめ
てて
いい
るる
。。

•
経経
年年
劣劣
化化
のの
影影
響響
もも
ああ
りり
、、
ネネ
ジジ
部部
、、
ハハ
ブブ
面面
のの
錆錆
、、

汚汚
れれ
等等
のの
除除
去去
不不
十十
分分
やや
潤潤
滑滑
剤剤
のの
塗塗
布布
不不
十十
分分

等等
にに
よよ
りり
、、
適適
正正
なな
締締
めめ
付付
けけ
力力
をを
得得
らら
れれ
ずず
脱脱
落落
にに

至至
っっ
たた
とと
推推
測測
。。

•
日日
常常
点点
検検
にに
おお
いい
てて
、、
確確
認認
がが
不不
十十
分分
でで
ああ
りり
、、
緩緩
みみ

にに
気気
づづ
くく
ここ
とと
がが
でで
きき
ずず
脱脱
落落
にに
至至
るる
とと
推推
測測
。。

【【
対対
策策
のの
方方
向向
性性
】】

ネネ
ジジ
部部
、、
ハハ
ブブ
面面
のの
錆錆
、、
汚汚
れれ
等等
のの
清清
掃掃
作作
業業
やや
適適
切切
なな
潤潤
滑滑
剤剤
のの
塗塗
布布
をを
実実
施施

劣劣
化化
、、
摩摩
耗耗
がが
進進
んん
だだ
ホホ
イイ
ーー
ルル
・・
ボボ
ルル
トト
、、
ホホ
イイ
ーー
ルル
・・
ナナ
ッッ
トト
等等
はは
早早
めめ
にに
交交
換換

日日
常常
点点
検検
等等
にに
おお
けけ
るる
、、
ママ
ーー
キキ
ンン
ググ
、、
ホホ
イイ
ーー
ルル
・・
ナナ
ッッ
トト
ママ
ーー
カカ
ーー
等等
のの
活活
用用

左左
後後
輪輪
タタ
イイ
ヤヤ
のの
脱脱
落落
割割
合合
がが
高高
いい
ここ
とと
のの
推推
定定
原原
因因

左左
後後
輪輪
タタ
イイ
ヤヤ
がが
多多
くく
脱脱
落落
すす
るる
原原
因因
にに
つつ
いい
てて
はは
以以
下下
のの

可可
能能
性性
がが
考考
ええ
らら
れれ
るる
。。

•
右右
折折
時時
はは
、、
比比
較較
的的
高高
いい
速速
度度
をを
保保
っっ
たた
まま
まま
旋旋
回回
すす
るる
たた

めめ
、、
遠遠
心心
力力
にに
よよ
りり
積積
みみ
荷荷
のの
荷荷
重重
がが
左左
輪輪
にに
大大
きき
くく
働働
くく
。。

•
左左
折折
時時
はは
、、
低低
いい
速速
度度
でで
ああ
るる
がが
左左
後後
輪輪
がが
ほほ
とと
んん
どど
回回

転転
しし
なな
いい
状状
態態
でで
旋旋
回回
すす
るる
たた
めめ
、、
回回
転転
方方
向向
にに
対対
しし
てて
垂垂

直直
にに
タタ
イイ
ヤヤ
がが
よよ
じじ
れれ
るる
よよ
うう
にに
力力
がが
働働
くく
。。

•
道道
路路
はは
中中
心心
部部
がが
高高
くく
作作
らら
れれ
てて
いい
るる
場場
合合
がが
多多
いい
ここ
とと
かか

らら
、、
車車
両両
がが
左左
（（
路路
肩肩
側側
））
にに
傾傾
きき
、、
左左
輪輪
にに
よよ
りり
大大
きき
なな
荷荷

重重
がが
かか
かか
るる
。。

前前
輪輪
はは
、、
ホホ
イイ
ーー
ルル
・・
ナナ
ッッ
トト
緩緩
みみ
等等
のの
異異
常常
がが
発発
生生
しし
たた

場場
合合
、、
ハハ
ンン
ドド
ルル
のの
振振
動動
等等
にに
よよ
りり
運運
転転
手手
がが
気気
付付
きき
やや
すす

いい
。。

増増
しし
締締
めめ
有有
りり

２２
５５
件件

増増
しし
締締
めめ
無無
しし

１１
８８
件件

不不
明明

１１
１１
件件

脱脱
着着
作作
業業
後後
のの
増増
しし
締締
めめ
実実
施施
のの
有有
無無 n=
54

①
令
和
４
年
度
東
北
管
内
車
輪
脱
落
事
故
発
生
状
況
（
速
報
値
）

16
14

14

3
2

1
1

1
1

1
05101520

バ ン
キ ャ ブ オ ー バ

ダ ン プ

コ ン テ ナ 専 用 車

ト ラ ク タ

粉 粒 体 運 搬 車

冷 蔵 冷 凍 車

タ ン ク 車

セ ミ ト レ ー ラ

リ ヤ ー エ ン ジ ン

車
体
の
形
状
別
発
生
件
数

n=
54

1
2

3
4

2

5
5

9

12
11

024681012

１
年

２
年

３
年

４
年

５
年

６
年

７
年

８
年

９
年

１
０
年
－

登登
録録
年年
かか
らら
事事
故故
発発
生生
まま
でで
のの
車車
齢齢

n=
54

ホホ
イイ
ーー
ルル
・・ナナ
ッッ
トト
緩緩
みみ

３３
７７
件件

ホホ
イイ
ーー
ルル
・・ボボ
ルル
トト
折折
損損

２２
件件

不不
明明

１１
５５
件件

タタ
イイ
ヤヤ
脱脱
落落
時時
のの
原原
因因

n=
54

ＩＩＳＳ
ＯＯ
方方
式式

５５
１１
件件

ＪＪ
ＩＩＳＳ
方方
式式

１１
件件

不不
明明

２２
件件

締締
めめ
付付
けけ
方方
式式

n=
54

出
典
：
自
動
車
事
故
報
告
規
則
に
基
づ
く
報
告
及
び
自
動
車
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
報
告

•
初初
度度
登登
録録
かか
らら
８８
年年
以以
上上
経経
過過
しし
てて
いい
るる
車車
両両
でで
多多
くく
脱脱

落落
しし
てて
いい
るる
傾傾
向向
（（
対対
前前
年年
度度
１１
９９
件件
増増
））

•
大大
半半
はは
ホホ
イイ
ーー
ルル
・・
ナナ
ッッ
トト
のの
緩緩
みみ
にに
よよ
るる
もも
のの

•
大大
半半
はは
IS
O
方方
式式
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②
大
型
車
を
取
り
扱
う
指
定
工
場
の
監
査
時
に
よ
る
実
態
調
査
結
果
（
令
和
４
年
度
）

58
%

16
%

13
%

13
%

記記
録録
簿簿
記記
載載
とと
チチ
ララ
シシ
配配
布布

記記
録録
簿簿
へへ
のの
記記
載載

チチ
ララ
シシ
等等
のの
配配
布布

周周
知知
しし
てて
いい
なな
いい

82
%

5%

13
%

入入
庫庫
無無
しし

説説
明明
しし
てて
いい
なな
いい

説説
明明
しし
てて
いい
るる

１１
．．
１１
２２
ヶヶ
月月
点点
検検
にに
おお
けけ
るる
増増
しし
締締
めめ
のの
周周
知知
方方
法法

２２
．．
初初
めめ
てて
入入
庫庫
すす
るる
車車
両両
（（
事事
業業
者者
））
等等
へへ
のの
増増
しし
締締
めめ
のの
必必
要要
性性
のの
説説
明明

②
大
型
車
を
取
り
扱
う
指
定
工
場
の
監
査
時
に
よ
る
実
態
調
査
結
果
（
令
和
４
年
度
）

東東
北北
運運
輸輸
局局
でで
はは
、、
令令
和和
４４
年年
度度
「「
大大
型型
車車
のの
車車
輪輪
脱脱
落落
事事
故故
防防
止止
キキ
ャャ
ンン
ペペ

ーー
ンン
」」
をを
実実
施施
しし
、、
大大
型型
車車
をを
取取
りり
扱扱
うう
指指
定定
工工
場場
にに
対対
しし
、、
監監
査査
等等
のの
機機
会会
をを

通通
じじ
てて
増増
しし
締締
めめ
のの
周周
知知
方方
法法
等等
のの
ヒヒ
アア
リリ
ンン
ググ
をを
管管
内内
計計
３３
８８
事事
業業
場場
にに
実実
施施

しし
たた
。。

ヒヒ
アア
リリ
ンン
ググ
内内
容容

11
22
ヶヶ
月月
点点
検検
にに
おお
けけ
るる
増増
しし
締締
めめ
のの
周周
知知
方方
法法

・・
点点
検検
整整
備備
記記
録録
簿簿
へへ
のの
記記
載載

・・
増増
しし
締締
めめ
をを
促促
すす
おお
知知
らら
せせ
チチ
ララ
シシ
等等
のの
配配
布布

・・
しし
てて
いい
なな
いい

初初
めめ
てて
入入
庫庫
すす
るる
車車
両両
（（
事事
業業
者者
））
等等
へへ
のの
増増
しし
締締
めめ
のの
必必
要要
性性
等等
のの
説説
明明

・・
しし
てて
いい
るる

・・
しし
てて
いい
なな
いい

事事
業業
場場
にに
おお
けけ
るる
増増
しし
締締
めめ
作作
業業
のの
依依
頼頼
状状
況況

・・
有有
りり

・・
無無
しし

増増
しし
締締
めめ
のの
必必
要要
性性
にに
係係
るる
自自
動動
車車
使使
用用
者者
のの
認認
識識

・・
認認
識識
でで
きき
てて
いい
るる

・・
概概
ねね
認認
識識
でで
きき
てて
いい
るる

・・
ああ
まま
りり
認認
識識
でで
きき
てて
いい
なな
いい

・・
認認
識識
でで
きき
てて
いい
なな
いい

タタ
イイ
ヤヤ
をを
取取
りり
付付
けけ
るる
際際
、、
ハハ
ブブ
やや
ネネ
ジジ
部部
及及
びび
ナナ
ッッ
トト
部部
のの
清清
掃掃
やや
エエ
ンン
ジジ
ンン
オオ
イイ
ルル

のの
塗塗
布布
状状
況況

（（
※※
ハハ
ブブ
やや
ネネ
ジジ
部部
をを
清清
掃掃
しし
、、
適適
切切
なな
部部
品品
をを
使使
用用
しし
、、
イイ
ンン
ロロ
ーー
部部
、、
ネネ
ジジ
部部
及及
びび
ナナ
ッッ
トト
部部
にに
エエ
ンン
ジジ
ンン
オオ
イイ
ルル
等等
をを
塗塗
布布
しし
てて
、、
タタ
イイ
ヤヤ
ホホ
イイ
ーー
ルル
をを
装装

着着
しし
たた
場場
合合
にに
おお
いい
てて
、、
はは
じじ
めめ
てて
適適
切切
なな
締締
めめ
付付
けけ
がが
でで
きき
るる
ここ
とと
をを
理理
解解
しし
てて
いい
るる
かか
。。
））

・・
行行
っっ
てて
いい
るる

・・
行行
っっ
てて
いい
なな
いい

使使
用用
限限
度度
にに
達達
しし
てて
いい
るる
ホホ
イイ
ーー
ルル
ボボ
ルル
トト
、、
ホホ
イイ
ーー
ルル
ナナ
ッッ
トト
のの
使使
用用
禁禁
止止
にに
関関
すす

るる
自自
動動
車車
使使
用用
者者
のの
認認
識識

・・
認認
識識
でで
きき
てて
いい
るる

・・
概概
ねね
認認
識識
でで
きき
てて
いい
るる

・・
ああ
まま
りり
認認
識識
でで
きき
てて
いい
なな
いい

・・
認認
識識
でで
きき
てて
いい
なな
いい
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②
大
型
車
を
取
り
扱
う
指
定
工
場
の
監
査
時
に
よ
る
実
態
調
査
結
果
（
令
和
４
年
度
）

10
0%

0

行行
っっ
てて
いい
るる

行行
っっ
てて
いい
なな
いい

10
%

37
%

32
%

21
%

認認
識識
でで
きき
てて
いい
なな
いい

認認
識識
でで
きき
てて
いい
るる

概概
ねね
認認
識識
でで
きき
てて
いい
るる

ああ
まま
りり
認認
識識
でで
きき
てて
いい
なな
いい

５５
．．
ハハ
ブブ
やや
ネネ
ジジ
部部
及及
びび
ナナ
ッッ
トト
部部
のの
清清
掃掃
やや

エエ
ンン
ジジ
ンン
オオ
イイ
ルル
等等
のの
塗塗
布布
状状
況況

６６
．．
使使
用用
限限
度度
にに
達達
しし
てて
いい
るる
ホホ
イイ
ーー
ルル
・・
ボボ
ルル
トト
、、
ナナ
ッッ
トト
のの

使使
用用
禁禁
止止
にに
関関
すす
るる
使使
用用
者者
のの
認認
識識

②
大
型
車
を
取
り
扱
う
指
定
工
場
の
監
査
時
に
よ
る
実
態
調
査
結
果
（
令
和
４
年
度
）

21
%

42
%

34
%

3%
認認
識識
でで
きき
てて
いい
なな
いい

認認
識識
でで
きき
てて
いい
るる

概概
ねね
認認
識識
でで
きき
てて
いい
るる

ああ
まま
りり
認認
識識
でで
きき
てて
いい
なな
いい

29
%

71
%

依依
頼頼
無無
しし

３３
．．
事事
業業
場場
にに
おお
けけ
るる
増増
しし
締締
めめ
作作
業業
のの
依依
頼頼
状状
況況

４４
．．
増増
しし
締締
めめ
のの
必必
要要
性性
にに
係係
るる
使使
用用
者者
のの
認認
識識依依
頼頼
有有
りり
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発
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③
大
型
車
の
適
切
な
タ
イ
ヤ
脱
着
・
保
守
管
理
作
業
解
説
動
画
（
令
和
４
年
度
）

車車
輪輪
脱脱
落落
事事
故故
をを
起起
ここ
しし
たた
車車
両両
はは
、、
劣劣
化化
しし
たた
ホホ
イイ

ーー
ルル
・・
ナナ
ッッ
トト
等等
がが
使使
用用
ささ
れれ
てて
いい
たた
りり
、、
タタ
イイ
ヤヤ
脱脱

着着
時時
にに
ホホ
イイ
ーー
ルル
・・
ナナ
ッッ
トト
等等
のの
清清
掃掃
やや
潤潤
滑滑
剤剤
のの

塗塗
布布
等等
がが
適適
切切
にに
行行
わわ
れれ
てて
いい
なな
かか
っっ
たた
りり
すす
るる

状状
況況
がが
明明
らら
かか
にに
なな
りり
まま
しし
たた
。。

ここ
のの
よよ
うう
なな
状状
況況
をを
踏踏
まま
ええ
、、
大大
型型
車車
ユユ
ーー
ザザ
ーー
等等
のの
タタ

イイ
ヤヤ
脱脱
着着
作作
業業
者者
がが
、、
いい
つつ
でで
もも
適適
切切
なな
タタ
イイ
ヤヤ
脱脱
着着
作作

業業
手手
順順
やや
保保
守守
管管
理理
作作
業業
手手
順順
をを
確確
認認
でで
きき
るる
よよ
うう
、、
作作

業業
手手
順順
動動
画画
をを
公公
開開
しし
てて
おお
りり
まま
すす
。。

大大
型型
車車
のの
車車
輪輪
のの
脱脱
落落
はは
、、
大大
事事
故故
にに
つつ
なな
がが
りり

かか
ねね
なな
いい
大大
変変
危危
険険
なな
もも
のの
でで
すす
。。
ここ
のの
機機
会会
にに
是是

非非
とと
もも
動動
画画
をを
ごご
覧覧
いい
たた
だだ
きき
、、
適適
切切
なな
タタ
イイ
ヤヤ
脱脱
着着
作作

業業
、、
保保
守守
管管
理理
作作
業業
のの
実実
施施
をを
おお
願願
いい
しし
まま
すす
。。

②
大
型
車
を
取
り
扱
う
指
定
工
場
の
監
査
時
に
よ
る
実
態
調
査
結
果
（
令
和
４
年
度
）

ヒヒ
アア
リリ
ンン
ググ
結結
果果

管管
内内
計計
：：
３３
８８
事事
業業
場場

点点
検検
時時
、、
増増
しし
締締
めめ
のの
周周
知知
はは
、、
１１
３３
％％
（（
５５
事事
業業
場場
））
がが
周周
知知
しし
てて
いい

なな
いい
。。

初初
めめ
てて
入入
庫庫
すす
るる
車車
両両
やや
使使
用用
者者
等等
へへ
のの
増増
しし
締締
めめ
のの
必必
要要
性性
をを
、、
５５

％％
（（
２２
事事
業業
場場
））
がが
説説
明明
しし
てて
いい
なな
いい
。。

増増
しし
締締
めめ
のの
必必
要要
性性
にに
つつ
いい
てて
、、
使使
用用
者者
がが
ああ
まま
りり
認認
識識
でで
きき
てて
いい
なな
いい

又又
はは
認認
識識
でで
きき
てて
いい
なな
いい
とと
回回
答答
しし
たた
のの
がが
３３
７７
％％
（（
１１
４４
事事
業業
場場
））

ハハ
ブブ
やや
ネネ
ジジ
部部
及及
びび
ナナ
ッッ
トト
部部
のの
清清
掃掃
やや
エエ
ンン
ジジ
ンン
オオ
イイ
ルル
のの
塗塗
布布
状状
況況

にに
つつ
いい
てて
、、
３３
８８
事事
業業
場場
全全
てて
実実
施施
しし
てて
いい
るる
。。

使使
用用
限限
度度
にに
達達
しし
てて
いい
るる
ホホ
イイ
ーー
ルル
・・
ボボ
ルル
トト
、、
ナナ
ッッ
トト
のの
使使
用用
禁禁
止止
をを
、、

使使
用用
者者
がが
ああ
まま
りり
認認
識識
でで
きき
てて
いい
なな
いい
又又
はは
認認
識識
でで
きき
てて
いい
なな
いい
とと
回回
答答

しし
たた
事事
業業
場場
がが
約約
半半
数数
（（
５５
３３
％％
））

点点
検検
時時
にに
増増
しし
締締
めめ
のの
必必
要要
性性
をを
使使
用用
者者
等等
にに
説説
明明

すす
るる
とと
とと
もも
にに
、、
記記
録録
簿簿
へへ
のの
記記
載載
やや
チチ
ララ
シシ
等等
にに
よよ

りり
周周
知知
すす
るる
ここ
とと
。。

ハハ
ブブ
やや
ネネ
ジジ
部部
及及
びび
ナナ
ッッ
トト
部部
のの
清清
掃掃
やや
エエ
ンン
ジジ
ンン
オオ

イイ
ルル
のの
塗塗
布布
をを
、、
引引
きき
続続
きき
徹徹
底底
すす
るる
ここ
とと
。。

使使
用用
限限
度度
にに
達達
しし
てて
いい
るる
ホホ
イイ
ーー
ルル
・・
ボボ
ルル
トト
、、
ホホ
イイ
ーー

ルル
・・
ナナ
ッッ
トト
はは
使使
用用
しし
なな
いい
ここ
とと
をを
、、
使使
用用
者者
等等
へへ
周周
知知

すす
るる
ここ
とと
。。

事事
業業
者者
のの
皆皆
様様
へへ
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1
.車
輪
取
り
外
し

2
.清
掃
・
点
検

3
.潤
滑
剤
の
塗
布

4
.車
輪
の
取
り
付
け

5
.ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
の
締
付
け
作
業

6
.ホ
イ
ー
ル
ボ
ル
ト
お
よ
び
ナ
ッ
ト
へ
の
マ
ー
キ
ン
グ
、

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
ー
の
取
付
け

7
.作
業
終
了
確
認

③
大
型
車
の
適
切
な
タ
イ
ヤ
脱
着
・
保
守
管
理
作
業
解
説
動
画
（
令
和
4年

度
）

＜＜
動動
画画
一一
覧覧
＞＞

適適
切切
なな
タタ
イイ
ヤヤ
脱脱
着着
作作
業業
手手
順順
：：
１１
００
分分
程程
度度

適適
切切
なな
タタ
イイ
ヤヤ
脱脱
着着
作作
業業
手手
順順
＋＋
作作
業業
主主
旨旨
のの
解解
説説
：：
１１
５５
分分
程程
度度

適適
切切
なな
タタ
イイ
ヤヤ
保保
守守
管管
理理
作作
業業
手手
順順
：：
３３
分分
程程
度度

適適
切切
なな
タタ
イイ
ヤヤ
保保
守守
管管
理理
作作
業業
手手
順順
＋＋
作作
業業
主主
旨旨
のの
解解
説説
：：
５５
分分
程程
度度

＜
適
切
な
タ
イ
ヤ
脱
着
作
業
手
順
＞

＜
適
切
な
タ
イ
ヤ
保
守
管
理
作
業
手
順
＞

③
大
型
車
の
適
切
な
タ
イ
ヤ
脱
着
・
保
守
管
理
作
業
解
説
動
画
（
令
和
4年

度
）
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＜
デ
ィ
ス
ク
・
ホ
イ
ー
ル
取
り
付
け
後
の
増
し
締
め
＞

＜
日
常
点
検
＞

2
.点
検
ハ
ン
マ
ー
等
を
使
用
し
て
の
緩
み
の
点
検

3
.タ
イ
ヤ
の
点
検

4
.日
常
点
検
表
の
活
用

＜
3
か
月
定
期
点
検
＞

1
.目
視
で
の
点
検
（
ナ
ッ
ト
の
緩
み
以
外
）

＜
1
2
か
月
定
期
点
検
＞

③
大
型
車
の
適
切
な
タ
イ
ヤ
脱
着
・
保
守
管
理
作
業
解
説
動
画
（
令
和
４
年
度
）
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整備業参考資料  

 
１．秋田県市町村別保有車両数（令和５年３月３１日現在） 

２．整備事業者のＢＣＰ（事業継続計画）の策定 
  － 災害発生に備えた事業の継続・早期復旧の取組みについて － 

３．自動車整備事業場用「環境家計簿システム」活用のお願い 

４．経営自己診断システムのご紹介 

５．主な車種の有効期間及び定期点検間隔一覧表 

６．令和４年度 運輸支局長等による高等学校訪問結果 

７．ユーザー説明用資料を活用ください 
 
 
 
 

 
「自動車検査証の有効期間の取扱いについて」（参考） 

 
〇検査証の有効期間の満了する１カ月前の日 

（例）   
検査証の有効期間の満了する日 自動車検査証の有効期間の満了する日の 

1カ月前の日 
2 月 1 日 1 月 1 日 
2 月 15 日 1 月 15 日 
2 月 29 日 1 月 29 日 
3 月 28 日 2 月 28 日 
3 月 29 日、30 日及び 31 日 2 月 28 日（閏年にあっては 29 日） 

10 月 30 日及び 31 日 9 月 30 日 
11 月 30 日 10 月 30 日 

 
※注意事項 
自動車検査証の有効期間は、満了する日から 1 カ月を超えて残っている場合、申請 
日当日から起算され、有効期間が短縮されますので、検査前に確認して下さい。 
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１. 秋田県市町村別保有車両数
１．秋田県市町村別保有車両数

令和５年３月３１日現在
貨　物 乗　合 乗　用 特種（殊） 小型二輪 軽自動車 合　　計

秋田市 16,098 516 111,098 5,509 3,719 91,323 228,263

能代市 2,777 148 16,259 1,298 574 20,941 41,997

大館市 4,098 170 23,037 2,063 704 26,750 56,822

横手市 4,112 166 28,007 2,195 1,010 39,155 74,645

由利本荘市 2,986 179 26,374 1,518 927 30,583 62,567

男鹿市 1,328 61 8,309 587 258 10,840 21,383

湯沢市 2,199 126 13,948 1,089 512 18,551 36,425

大仙市 4,414 158 28,323 2,003 881 34,164 69,943

鹿角市 1,642 84 9,317 1,023 253 13,138 25,457

潟上市 1,573 28 10,942 607 489 12,473 26,112

北秋田市 1,539 87 10,502 885 282 11,421 24,716

仙北市 1,297 92 8,727 667 261 10,686 21,730

にかほ市 919 53 9,013 268 397 9,072 19,722

全市計 44,982 1,868 303,856 19,712 10,267 329,097 709,782

小坂町 340 13 1,610 220 65 2,015 4,263

鹿角郡不明 0 0 0 2 0 0 2

鹿角郡計 340 13 1,610 222 65 2,015 4,265

上小阿仁村 71 5 747 61 19 760 1,663

北秋田郡不明 0 0 0 8 0 0 8

北秋田郡計 71 5 747 69 19 760 1,671

三種町 984 22 5,092 285 170 7,728 14,281

八峰町 313 13 2,096 185 77 3,145 5,829

藤里町 129 6 859 61 27 1,431 2,513

山本郡不明 1 0 3 1 0 0 5

山本郡計 1,427 41 8,050 532 274 12,304 22,628

井川町 196 6 1,590 105 48 1,958 3,903

八郎潟町 230 9 1,907 106 64 2,370 4,686

五城目町 253 37 2,848 161 82 3,610 6,991

大潟村 944 6 1,408 54 66 1,539 4,017

南秋田郡不明 2 0 0 6 0 0 8

南秋田郡計 1,625 58 7,753 432 260 9,477 19,605

由利郡不明 0 0 0 5 0 0 5

由利郡計 0 0 0 5 0 0 5

美郷町 973 35 6,569 398 250 8,813 17,038

仙北郡不明 1 0 1 8 0 0 10

仙北郡計 974 35 6,570 406 250 8,813 17,048

東成瀬村 153 6 790 87 21 1,240 2,297

羽後町 564 33 4,442 339 139 6,621 12,138

雄勝郡不明 2 2 8 4 0 0 16

雄勝郡計 719 41 5,240 430 160 7,861 14,451

全郡計 5,156 193 29,970 2,096 1,028 41,230 79,673

不明 0 0 0 0 0 181 181

総合計 50,138 2,061 333,826 21,808 11,295 370,508 789,636

※軽自動車については、軽二輪を除き、一般社団法人全国軽自動車協会連合会調べ
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２. 整備事業者のＢＣＰ（事業継続計画）の策定

注:本テンプレートの著作権は、一般社団法人日本自動
車整備振興会連合会（日整連）及び日本自動車整備
商工組合（整商連）に帰属します。日整連および整
商連は、本テンプレートの全部又は一部を、営利非
営利の目的の如何を問わず無断で複製、改変、譲渡、
貸与、口述、展示、公衆送信等することを禁じます。
（テンプレートにおける「チューンアップ」は改変
にはあたりません） 

２．整備事業者のＢＣＰ（事業継続計画）の策定 
－ 災害発生に備えた事業の継続・早期復旧の取組みについて － 

ＢＣＰ（事業継続計画）とは？ 

ＢＣＰ（事業継続計画）とは、自然災害やパンデミックなどにより企業が受ける影響や

損害・被害を最小限に留めるための方法や手段を計画するものであり、緊急時における対

策だけでなく、予防策として平常時の活動も含まれています。 

ＢＣＰテンプレート 作成の背景 
昨今、地震や豪雨などの災害・被害の規模が甚大化し、影響を受けた多くの企業が事業

縮小や倒産を余儀なくされているとともに、2020 年からは新型コロナウイルスの感染拡大

により、さらに多くの企業が危機的状況下に置かれています。 
また、自然災害等により事業活動が停止した場合、経営上の損失や貴重なビジネスチャ

ンスを逃すリスクは従来に比べて格段に大きくなってきています。 
こうした状況下において、ＢＣＰは企業経営の一環として重要なものと認識されつつあ

ることから、日整連及び整商連では、自動車整備事業者が取り組むべき対策を取り纏め、

各事業者が独自にＢＣＰを策定することができるテンプレートを作成しました。 

●テンプレートマニュアルについて 

 テンプレートは２つのマニュアルで構成されており、「初動マニュアル」（青本）は災害時に

人命の安全を図り整備工場の責任を果たすために行わなければならない事項と防災活動のた

めのノウハウを取りまとめています。 
「事業継続マニュアル」（赤本）は、災害時に

整備工場が取り組む業務と平常時に取り組む

事前対策、教育・訓練、見直しのためのノウハ

ウを取りまとめています。 

ＢＣＰテンプレートのダウンロード 

 マニュアルは、（一社）日本自動車整備振興会

連合会のホームぺージよりダウンロードできま

す。また、動画を視聴しながらＢＣＰを作成でき

る「ＢＣＰ速成版の手引き」がＹｏｕＴｕｂｅで

見れます。 
【手順】 

日整連ホーム https://www.jaspa.or.jp/ > 
整備事業関連情報 …（下にスクロール）…> 「BCP
（事業継続計画）」 
- このページからＢＣＰテンプレートのダウンロードが可能となっております。 

また、「ＢＣＰ速成版の手引き」も見れるようになっております。 

※1 BCP 速成版の手引きは、BCP テンプレートの記載内容を極力そのまま採用して、自社の BCP にしたいという
ニーズに応えるものです。 

※2 自社の BCP とするためには、最小限カスタマイズすべき項目がありますので、こちらの速成版を参考に BCP
の策定を行って下さい。 

※3 BCP 速成版はあくまでも暫定的なものです。BCM を実践して、自社の BCP を完成させましょう。 
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３.自動車整備事業場用「環境家計簿システム」活用のお願い

４. 経営自己診断システムのご紹介４．経営自己診断システムのご紹介

　　経営自己診断システムは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するＷＥＢサイト
　で提供されているもので、自社財務データを入力する事で即時に財務上の問題点が把握
　できます。登録不要、無料でご利用して戴けますので、積極的にご活用ください。

「「経経営営自自己己診診断断シシスステテムム」」 　①（一社）日本自動車整備振興会連合会ホームページ

　　https://www.jaspa.or.jp/　より「整備事業関連情報」クリック

 ③ 経営自己診断システム

  をクリック

「整備事業関連情報」ページを下にスクロール すると「中小	  
	  企業基盤整備機構　経営自己診断システム」があります	

　く　

下にスクロール	

②　診断システムの	
　　　所をクリック	

	

４．経営自己診断システムのご紹介

　　経営自己診断システムは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するＷＥＢサイト
　で提供されているもので、自社財務データを入力する事で即時に財務上の問題点が把握
　できます。登録不要、無料でご利用して戴けますので、積極的にご活用ください。

「「経経営営自自己己診診断断シシスステテムム」」 　①（一社）日本自動車整備振興会連合会ホームページ

　　https://www.jaspa.or.jp/　より「整備事業関連情報」クリック

 ③ 経営自己診断システム

  をクリック

「整備事業関連情報」ページを下にスクロール すると「中小	  
	  企業基盤整備機構　経営自己診断システム」があります	

　く　

下にスクロール	

②　診断システムの	
　　　所をクリック	

	

３３．．自自動動車車整整備備事事業業場場用用環環境境家家計計簿簿シシスステテムム活活用用ののおお

願願いい 

我が国でも、国連気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ）にて温室効果ガスの排出削減に取り

組んでおり、２０３０年において温室効果ガス４６％削減（2013 年度比）等を目標とする地球
温暖化対策計画が２０２１年に閣議決定されたことから、自動車整備業界において２０３０年度

までに１５％（2007年度比）削減する目標を策定しております。	 
各事業場におかれましては、本システムを活用してＣＯ₂排出抑制と経費削減に繋げて頂きま

すようご理解ご協力をお願いします。	 

［［環環境境家家計計簿簿シシスステテムムのの利利用用手手順順］］	 	 

①日整連ホームページアドレス	 

【	 https://www.jaspa.or.jp/	 】	 

	 トップ画面で下にスクロールすると	 

	 「環境家計簿」があります	 

②「環境家計簿」をクリックする	 

⇒環境家計簿システム利用者ログイン	 

画面になります	 

・新規登録画面で各項目を選択・入力して｢確認｣ボタンをクリック	 

・入力確認画面を確認し、内容に誤りが無ければ、｢登録｣ボタンをクリック	 

・登録されたメールアドレスに「仮パスワードを送信しました」の画面が出ます	 

（画面を閉じて、メール受信を確認）	 

・送信されたパスワード（メールアドレスが｢会員ＩＤ｣）でログインして利用する	 

日整連ホームページの下部

「環境家計簿」クリック！ 

2013

2007
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５. 主な車種の有効期間及び定期点検間隔一覧表
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（出展：日整連「自動車検査員の完成検査実施マニュアル」）
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６. 令和４年度 運輸支局長等による高等学校訪問結果
○
令
和
４
年
度
運
輸
支
局
長
等
に
よ
る
高
等
学
校
訪
問
結
果

平
成
２
６
年
度
よ
り
、
自
動
車
整
備
の
仕
事
へ
の
高
校
生
等
の
理
解
向
上
を
図
り
、
自
動
車
整
備
の
仕
事
に
就
職
す
る
若
者
を
確
保
す
る
た
め
、
国
（
運
輸
支
局
）
が
中
心
と
な

り
、
自
動
車
整
備
人
材
確
保
・
育
成
推
進
協
議
会
と
連
携
し
て
高
等
学
校
の
校
長
等
を
訪
問
等
し
、
自
動
車
整
備
の
仕
事
の
社
会
的
重
要
性
、
将
来
性
に
つ
い
て
説
明
を
実
施

し
て
お
り
ま
す
。

令
和
４
年
度
も
、
引
き
続
き
、
全
国
の
運
輸
支
局
長
等
が
地
方
連
絡
会
事
務
局
と
共
に
、
４
月
か
ら
全
国
５
５
５
校
※
に
対
し
て
訪
問
を
実
施
。

（
参
考
（
直
近
５
年
）
：
令
和
３
年
度
５
７
２
校
、
令
和
２
年
度
５
９
６
校
※
、
令
和
元
年
度
５
９
４
校
、
平
成
３
０
年
度
５
７
７
校
、
平
成
２
９
年
度
５
７
５
校
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
対
策
を
措
置
し
た
上
で
実
施
。

訪
問
等
し
た
多
く
の
高
等
学
校
で
、
自
動
車
整
備
の
仕
事
や
整
備
士
不
足
の
状
況
を
理
解
い
た
だ
き
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
校
内
で
の
情
報
共
有
や
、
進
路
指
導
の
際
の
選
択

肢
と
し
て
自
動
車
整
備
の
仕
事
を
紹
介
す
る
等
の
前
向
き
な
反
応
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、
動
画
に
よ
る
PR
方
法
に
つ
い
て
も
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
る
も
の
の
、
地
元
志
向
及
び
自
宅
か
ら
通
学
・通
勤
を
希
望
す
る
学
生
が
多
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域

に
お
け
る
養
成
施
設
や
求
人
な
ど
の
情
報
展
開
及
び
保
護
者
の
要
望
に
よ
り
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
防
ぐ
観
点
か
ら
、
職
場
体
験
の
実
施
を
強
く
要
望
い
た
だ
き
ま
し
た
。

い
た
だ
い
た
意
見
・
要
望
に
つ
い
て
は
、
情
報
を
共
有
す
る
と
と
も
に
、
対
応
を
検
討
し
、
今
後
の
国
と
協
議
会
の
取
組
に
反
映
さ
せ
、
自
動
車
整
備
士
の
人
材
確
保
に
貢
献
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

主
な
意
見

主
な
要
望

興
味
・
魅
力

イ
メ
ー
ジ

・
S
N
S
に
よ
り
、
整
備
士
と
し
て
就
職
し
た
先
輩
達
か
ら
の
自
動
車
整
備
業
界
に
対
す
る
悪
評

等
が
イ
メ
ー
ジ
ダ
ウ
ン
に
影
響
し
て
い
る
。

・
自
動
車
整
備
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
暑
い
中
で
の
作
業
、
危
険
、
キ
ツ
イ
。

・
授
業
に
お
い
て
も
タ
イ
ヤ
交
換
を
実
習
で
さ
せ
た
り
す
る
の
で
、
整
備
業
に
悪
い
イ
メ
ー
ジ
は

無
い
。

・
車
に
興
味
を
持
つ
た
め
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
画
像
で
な
く
実
物
に

触
れ
る
機
会
が
増
え
る
と
良
い
。

・
自
動
車
整
備
士
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
を
メ
カ
ニ
ッ
ク
等
の
カ
タ
カ
ナ
に
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
る
こ
と

が
必
要
で
は
な
い
か
。

・
中
学
生
に
対
す
る
ア
ピ
ー
ル
の
場
を
設
け
さ
せ
て
頂
く
と
あ
り
が
た
い
。

求
人

・
近
年
は
、
デ
ィ
ー
ラ
や
メ
ー
カ
ー
専
門
校
の
求
人
説
明
で
、
資
格
取
得
や
寮
費
等
に
係
る
経

費
を
一
部
免
除
す
る
等
の
良
い
待
遇
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

・
求
人
を
見
る
と
ほ
か
の
業
種
と
比
べ
て
賃
金
が
少
な
い
が
、
自
動
車
デ
ィ
ラ
ー
等
は
必
要
な

手
当
て
が
付
く
と
聞
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
も
含
め
求
人
に
載
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ

・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
後
に
、
自
動
車
整
備
士
を
志
す
生
徒
が
い
る
。

・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
体
験
後
の
生
徒
の
反
応
は
良
い
と
感
じ
て
い
る
。

・
出
前
講
座
が
効
果
的
。

・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
増
や
す
と
、
よ
り
多
く
の
会
社
の
情
報
が
生
徒
に
周
知
で
き
る
と
思
う
。

・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
活
用
を
お
願
い
し
た
い
。

経
済
的
・

奨
学
金

・
学
費
の
関
係
で
、
整
備
士
養
成
校
を
断
念
す
る
生
徒
も
い
る
。

・
進
学
で
き
る
か
、
経
済
的
事
情
が
あ
る
。

・
就
職
後
、
企
業
側
の
全
面
支
援
で
資
格
を
取
ら
せ
て
く
れ
る
企
業
も
増
え
て
き
て
い
る
た
め
、

今
後
も
期
待
す
る
。

・
思
い
切
っ
た
授
業
料
免
除
、
補
助
制
度
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

給
料
・
待
遇

環
境
改
善

・
就
職
先
を
決
め
る
優
先
順
位
は
１
．
地
元
で
あ
る
こ
と
２
．
休
み
が
取
れ
る
こ
と
３
．
給
与

の
順
で
考
え
て
い
る
生
徒
が
多
い
。

・
国
家
資
格
で
は
あ
る
が
待
遇
が
悪
い
と
感
じ
る
。

・
整
備
士
関
係
の
給
料
を
上
げ
て
ほ
し
い
。

・
女
性
整
備
士
の
活
躍
の
場
を
も
っ
と
紹
介
し
て
ほ
し
い
。

資
格
取
得

・
検
定
料
が
負
担
。
検
定
料
を
抑
え
て
も
ら
え
れ
ば
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
生
徒
も
増
え
る
の
で
は

な
い
か
。

・
資
格
取
得
に
つ
い
て
、
何
年
で
資
格
が
取
れ
る
と
わ
か
る
と
家
族
も
安
心
す
る
。

・
大
学
進
学
が
多
い
の
で
資
格
取
得
で
き
る
大
学
が
あ
れ
ば
教
え
て
ほ
し
い
。

そ
の

他
・
自
動
車
整
備
士
の
人
材
確
保
に
向
け
、
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
動
い
て
い
る
こ
と
に
感
動

し
た
。

・
運
輸
局
さ
ん
が
学
校
に
来
て
増
え
る
も
の
で
は
な
く
、
業
界
が
も
っ
と
頑
張
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

− 64−



バ
ー
チ
ャ
ル
工
場
見
学
を

体
験
し
て
み
よ
う
　見見
学学

ううううう
　 ★★

進
学

就
職
 を
目
指
す
み
な
さ
ま！

進
学
 を
目
指
す
み
な
さ
ま！ っ
て
知
っ
て
い
ま
す
か
？

「
自
動
車
整
備
士
」

「
自
動
車
整
備
士
」

自
動
ブ
レ
ー
キ
や
ペ
ダ
ル
踏
み
間
違
い
時
加
速
抑
制
装
置
等
の
先
進
技
術
を
搭
載
し
た

自
動
車
等
が
誤
作
動
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
、
自
動
車
整
備
士
は
適
切
な
整
備
を
行
い
、

交
通
事
故
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
し
て
SD
G
sの
達
成
に
寄
与
し
て
い
ま
す
。

自
動
車
整
備
士
は
SD
G
s達
成
に
必
要
な
仕
事
で
す

自
動
車
整
備
人
材
確
保
・
育
成
推
進
協
議
会

一
般
社
団
法
人
日
本
自
動
車
整
備
振
興
会
連
合
会
／
全
国
自
動
車
大
学
校
・
整
備
専
門
学
校
協
会
／
全
国
自
動
車
短
期
大
学
協
会

一
般
社
団
法
人
日
本
自
動
車
販
売
協
会
連
合
会
／
一
般
社
団
法
人
全
国
軽
自
動
車
協
会
連
合
会
／
一
般
社
団
法
人
日
本
自
動
車
工
業
会
／
一
般
社
団
法
人
日
本
自
動
車
連
盟
／

日
本
自
動
車
車
体
整
備
協
同
組
合
連
合
会
／
全
国
自
動
車
電
装
品
整
備
商
工
組
合
連
合
会
／

全
国
タ
イ
ヤ
商
工
協
同
組
合
連
合
会
／
全
国
オ
ー
ト
バ
イ
協
同
組
合
連
合
会
／
一
般
社
団
法
人
日
本
中
古
自
動
車
販
売
協
会
連
合
会
／
日
本
自
動
車
輸
入
組
合
／

一
般
社
団
法
人
自
動
車
用
品
小
売
業
協
会
／
公
益
財
団
法
人
日
本
自
動
車
教
育
振
興
財
団
／
一
般
社
団
法
人
日
本
自
動
車
会
議
所

令
和
5年
4月
作
成

【
整
備
士
学
校
に
通
う
学
生
の
声
】

【
実
際
に
働
い
て
い
る
自
動
車
整
備
士
の
声
】

作
品
は
こ
ち
ら

★
バ
ー
チ
ャ
ル
工
場
見
学
は
こ
ち
ら

★
整
備
士
を
も
っ
と
知
り
た
い
方
は
こ
ち
ら

★
T
w
it
te
rで
情
報
発
信
中

#自
動
車
整
備
士

動
画
も
公
開
中！

令
和
4年
度
最
優
秀
作
品

動
画
の
最
優
秀
作
品

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
も
・
・
・

高
度
化
す
る
ク
ル
マ
社
会
の
安
全
・
安
心
を
支
え
る
自
動
車
整
備
士
の
魅
力
を
伝
え
る
た
め
、
ポ
ス
タ
ー
や
動

画
を
応
募
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
優
秀
な
作
品
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
賞
を
授
与
し
、
道
の
駅
な

ど
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

20
23
年
度
限
定
版！
！
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★
各
種
奨
学
金
の
情
報
は
こ
ち
ら

★
全
国
の
養
成
学
校
の
情
報
は
こ
ち
ら

上
級
へ
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
を
含
め
た
資
格
取
得
に

は
、
国
が
行
う
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
の
学
科
及

び
実
技
試
験
に
合
格
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
一
部
免
除
規
定
あ
り

は
で
す！

自
動
車
整
備
士

自
動
車
整
備
士

自
動
車
整
備
士

自
動
車
整
備
士

国
家
資
格

国
家
資
格

国
家
資
格

国
家
資
格

高
校
卒
業

働
き
な
が
ら

自
動
車
整
備
士
に
な
る！
！

就
職

自
動
車
整
備
工
場
等

短
期
間
で

　
　
自
動
車
整
備
士
に
な
る！
！

進
学

自
動
車
整
備
士
 養
成
学
校

１
年
以
上

の
実
務
経
験

3年
以
上

の
実
務
経
験

3年
以
上

の
実
務
経
験

二
級
コ
ー
ス

（
2年
制
）

一
級
コ
ー
ス

（
4年
制
）

三
級
自
動
車

整
備
士

二
級
自
動
車

整
備
士

一
級
自
動
車

整
備
士

一
級
コ
ー
ス
へ
編
入

（
2年
制
）

St
ep
 U
P！

St
ep
 U
P！

祝

祝

祝

全
国
に
あ
る
自
動
車
整
備
工
場
は
コ
ン
ビ
ニ
の

1
.6
倍
も
の
数
が
あ
り
、
自
動
車
整
備
士
は
安

全
・
安
心
な
地
域
の
ク
ル
マ
社
会
に
貢
献
し
て

い
ま
す
。

ま
た
、
自
動
車
整
備
士
の
待
遇
改
善
に
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
る
自
動
車
整
備
工
場
が
増
え

て
き
て
い
る
た
め
、
年
間
給
与
も
増
加
傾
向
に

あ
り
ま
す
。地
域
貢
献

自
動
車
整
備
工
場
は
全
国
に
約
９２
，０
００
工
場

全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
約
５６
，０
００
軒
の
1.
6倍

自
動
車
整
備
工
場
は
全
国
に
約
９２
，０
００
工
場

全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
約
５６
，０
００
軒
の
1.
6倍

職
場
の
選
択
肢

年
間
給
与

45
0

46
9

42
2

44
3

4
1
0

4
3
5

4
6
0

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R0
1

R0
2

R0
3

（
万
円
）

全
産
業

自
動
車
整
備

（
出
典
）

【
自
動
車
整
備
】:（
一
社
）日
本
自
動
車
整
備
振
興
会
連
合
会
　「
令
和
３
年
度
版
 自
動
車
整
備
白
書
」よ
り
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
平
均

【
全
　
産
　
業
】:
国
税
庁
　「
令
和
３
年
分
 民
間
給
与
実
態
調
査
」よ
り
全
労
働
者
の
平
均

国
家
資
格
で
あ
る
自
動
車
整
備
士
を
取
得

す
る
た
め
の
専
門
学
校
は
全
国
に
約
2
5
0

校
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
働
き
や
す
い
環
境

作
り
に
よ
っ
て
女
性
整
備
士
も
年
々
増
え

て
き
て
い
ま
す
。

あ
な
た
も
自
動
車
整
備
士
と
な
り
、

よ
り
よ
い
ク
ル
マ
社
会
を

目
指
し
て
い
き
ま
せ
ん
か
？

教
 育

★
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
と
は

先
進
安
全
技
術
の
点
検
・
整
備
に
必
要
不

可
欠
な
「
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
（
外
部
診
断

機
）
」
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境

に
や
さ
し
い
ク
ル
マ
社
会
と
な
る
よ
う
仕

事
を
し
て
い
ま
す
。

環
境
対
策
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７. ユーザー説明用資料を活用ください７．ユーザー説明用資料を活用ください 

・日整連ホームページ https://www.jaspa.or.jp/ から、「整備事業関連情報」をクリック 
 下方にスクロールしていくと「ユーザー説明用資料集」がありますのでご活用ください。 
   

〇ユーザー説明用資料集 

★点点検検整整備備料料金金ののごご説説明明★ 
車検・定期点検時の一般的な料金項目（自家用乗用車、中型大型貨物車、二輪車） 

★消消耗耗・・劣劣化化部部品品説説明明用用資資料料★ 
  ・乗用車編  ・貨物車編  ・二輪車編 
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